
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

一九〇六年江北の水害・飢饉と救荒活動

堀地, 明
北九州市立大学

https://doi.org/10.15017/25825

出版情報：九州大学東洋史論集. 33, pp.174-210, 2005-05-30. 九州大学文学部東洋史研究会
バージョン：
権利関係：



広
大
な
国
土
を
有
す
る
中
国
は
、
古
来
よ
り
自
然
災
害
が
多
発
す
る
災
害
大
国
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
水
害
・
旱
害
・虫
害
等

の
自
然

災
害
は
多
発
し
て
い
る
。
近
年
に
お
け
る
大
規
模
な
自
然
災
害
と
し
て
は
、

一
九
九
八
年
に
発
生
し
た
長
江
中
流
域
の
大
水
害
が
未
だ
記
憶

に
新

し
い
。
自
然
災
害

の
発
生
と
展
開
に
お
い
て
、
国
家
と
社
会
が
即
応
的
か
つ
周
到
な
措
置
を
講
じ
な
い
な
ら
、
飢
餓
や
疫
病
が
発
生
・

蔓
延
し
、
時
に
は
民
衆
反
乱
の
発
生
も
招
き
、
災
害
に
よ
る
社
会
的
損
失
は
自
然
的
要
因
か
ら
人
災
的
な
要
素
を
帯
び

て
く
る
も
の
と
な
る
。

災
害
に
対
し
て
如
何
に
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
中
国
歴
代
王
朝
の
重
大
な
関
心
事
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
災
害
及
び
そ

れ
に
に
よ

っ
て
発
生
す
る
飢
饉

と
飢
饉

救
済
は
中
国
史
研
究
の
重
要
な
課
題
と
し
て
研
究
が
展
開
し
て
き
た
。
清
代
に
限

っ
て
も
、
災
害
と

救
済
に
関
す
る
中
文
研
究
文
献
は
約

一
五
〇
編
、
研
究
整
理
は
三
編
を
数
え
る
ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
て
い
る
(呉
浩
[
一
九
九
二
]
・余
新
忠

[
一
九
九
六
]
・朱
濤
[二
〇
〇
三
])。
中
国
に
お
け
る
災
害
史
研
究
は
、
清
末
開
港
以
降

の
も
の
が
特
に
多
数
を
占
め
る
。
そ
の
中
で
も
、
李

文
海
が
主
導
す
る

一
連
の
災
害
史
料
の
整
理
編
纂
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
研
究

(
一
九
九
〇
]
[
一
九
九

一
]
[
一
九
九
四
]
一
九
九
五
]
)が
果

た
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。
近
年
で
は
、
夏
明
方

[二
〇
〇
〇
]
と
康
浦
竹

[二
〇
〇
二
]
の
専
著
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
清
末
災
害
史
研
究
に
お
い
て
最
も
関
心
の
高
い
研
究
課
題
は
、
光
緒
初
年

(
一
八
七
六
～

一
八
七
九
)
の
山
西

・河
南
・陳
西
・直
隷
・

山
東

の
華
北
五
省
に
及
ん
だ
大
旱
害

(丁
戊
奇
荒
)
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
は
、
ボ
ア
一

九
七
二
]
・何
漢
威

[
一
九

八
三
]
・高
橋
孝
助
一

九
八
六
]
[二
〇
〇
〇

a
b
]
・夏
明
方
[
一
九
九
二
]
[
一
九
九
三
]
一

九
九
七
]
・楊
剣
利
[二
〇
〇
〇
]
等
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
大
旱
害
の
原

因
・被
害
規
模
・救
済
活
動
等
諸
相

の
詳
細
な
解
明
が
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
研
究
の
中
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
飢
饉

救
済
活
動
で
の
上
海

一
九

〇

六

年

江

北

の

水

害

・
飢
饉

と

救

荒

活

動

は

じ

め

に

堀

地

明



を
中
心
と
す
る
紳
商
層
の
活
動
で
あ
る
。
高
橋
孝
助
口

九
八
六
]
は
上
海
助
賑
公
所
と
善
堂
の
組
織
的
救
済
活
動
を
論

じ
、
救
済
活
動
に
関

与
し
た
上
海

の
善
士
・善
人
は
官
府
の
行
政
的
限
界
を
補
填
し
、
そ
れ
に
取

っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
。
高
橋
孝
助

[二
〇
〇
〇
b
]

は
、
上
海
で
飢
饉

救
済
活
動
に
活
躍
し
た
善
士
経
元
善
に

つ
い
て
の
専
論
で
あ
る
。
夏
明
方
『

九
九
三
]
に
よ
れ
ば
、

丁
戊
奇
荒

へ
の
救
済

活
動

は
従
来

の
官
賑
(荒
政
)
に
加
え
て
、
上
海
を
中
心
と
す
る
江
浙
紳
商
が
組
織
し
た
、
民
掲
民
辮
で
あ
る
義
賑
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
こ
れ
は
中
国
賑
済
史
上
に
新
た
な
に
登
場
し
た
新
式

の
救
済
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
従
来
の
官
賑
よ
り
も
救
済
効
果
を
高
め
た
。
さ
ら
に
、

義
賑

は
官
府

の
援
助
と
保
護
を
必
要
と
し
、
官
府
の
支
配
か
ら
完
全
に
脱
却
し
た
も
の
で
は
な

い
が
、
そ
の
独
立
自
主

の
傾
向
は
注
目
に
値

す
る
と
論
じ
る
。
楊
剣
利
[二
〇
〇
〇
]
も
、
丁
戊
奇
荒
に
お
け
る
官
賑
の
衰
退
と
義
賑
の
興
起
を
述
べ
る
。
三
人
の
論
者
か
ら
、
丁
戊
奇
荒

に
お

い
て
、
上
海
を
中
心
と
す
る
紳
商
層

の
活
動
が
飢
饉

救
済
活
動
に
新
た
な
胎
動
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
鮮
明

に
読
み
取
れ
る
。

こ

の
よ
う
な
論
調
に
対
し
て
、
山
本
進
[
二
〇
〇
〇
]
は
紳
商
の
義
賑
関
与

の
動
機
を
李
鴻
章
の
直
隷
統
治
上
の
財
政
負
担
を
軽
減
し
、
洋
務
運

動
を
間
接
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
吉
澤
誠

一
郎

[二
〇
〇
〇
]
は
丁
戊
奇
荒
時
の
天
津
に
お
け
る
人
身
売
買
の
対
策
と
し
て
、

江
南

の
有
志
に
よ
り
津
河
広
仁
堂
と
称
す
る
善
堂
が
新
設
さ
れ
た

こ
と
を
論
じ
る
。
し
か
し
、
清
末
災
害
史
研
究
は
丁
戊
奇
荒
を
除
く
と
個

別
研
究

は
低
調
で
あ
り
、
多
く
は
具
体
性
に
乏
し
く
概
括
的
で
深
さ
を
訣
如
し
た
研
究
が
依
然
と
し
て
多
数
で
あ
る
。

本
稿

は
事
例
研
究
を
通
じ
て
清
末
災
害
史
研
究
を
前
進
さ
せ
る
べ
く
、
光
緒
三
二
(
一
九
〇
六
)
年
に
江
蘇
省
北
部

(江
北
・蘇
北
)
の
徐
州

府
・准
安
府
・海
州
に
お
け
る
水
害
と
飢
饉

、
及
び
救
荒
活
動
を
追
跡
す
る
も
の
で
あ
る
。
救
荒
活
動
に
お
い
て
は
、
官

賑
と
義
賑
と
の
関
係
、

及
び
義

賑
と
官
方
と
の
関
連
も
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。
江
北
は
水
害

の
多
発
地
域
と
し
て
知
ら
れ
、
飢
荒
を
逃
れ
る
た
め
に
各
地

へ
災
民
が
流

出
す

る
逃
荒
難
民
を
析
出
し
た
地
方
で
あ
る
(王
日
根

[
一
九
九
四
]
・池
子
華
[
一
九
九
六
]
[
一
九
九
九
]
)。
道
光
年
間
に
は
災
民
の
頭
目
(災

頭
)
に
よ
り
閣
賑
が
発
生
し
、
ま
た
江
北

の
逃
荒
難
民
は
江
南
地
方
で
し
ば
し
ば
槍
米
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
(堀
地
明
[
二
〇
〇
三
]
[
二
〇

〇
四
一
)。
王
葉
紅
[二
〇
〇
一

は
、
光
緒
三
二
年
江
北
水
害
を
論
じ
た
唯

一
の
先
行
研
究
で
あ
り
、
官
賑
と
義
賑
と
の
連
携
を
述

べ
る
が
、

わ
ず

か
二
頁
で
典
拠
史
料
の
提
示
は

一
切
な
く
、
札
記
の
類
に
属
す
る
文
章
で
あ
る
。
主
要
史
料
は
盛
宣
懐

『
愚
見
斉
存
稿
』
と
判
明
し
た

が
、

こ
の
史
料
も
十
全
に
分
析
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な

い
。
本
稿
で
は
、
日
本
外
務
省
記
録
中
よ
り
発
見
し
た

日
本
語
史
料

『
江
北

飢
饉

調
査
報
告
書
』
と
上
海
の
日
刊
新
聞

『
申
報
』、
『
愚
見
斉
存
稿
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
集
に
収
録
さ
れ
た
奏
摺

・電
文
等
の
官
文
書
を

用

い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
清
朝
の
暦
を
用
い
て
年
月
日
を
表
記
し
、
文
中
で
頻
出
す
る
「賑
」
は
「振
」
と
も
記
す
が
、
本
稿
で
は
書
名
と
史



『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
は
外
交
史
料
館
外
務
省
記
録
六
-
三
-
八
-
四
、
変
災
及
び
救
済
関
係
雑
件
、
中
部
支
那
江
北
飢
饉

救
憧
ノ

件
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
に
は
、
「
(明
治
)
四
十

一
年
十
二
月
九
目
記
録
編
接
受
」
と
の
印
記
が
あ
る
。
明
治
四
〇
年

一
月
八
日
に
上
海

総
領
事
館
南
京
分
館
主
任
副
領
事
は
、
外
務
大
臣
宛
に
「両
江
地
方
餓
饉
状
況
報
告
ノ
件
」
(外
務
省
記
録
同
前
)
を
送
付

し
て
お
り
、
該
報
告

書
は
そ

の
付
帯
文
書
で
あ

っ
た
と
比
定
で
き
る
。
本
報
告
書
に
は
著
者
と
発
行
日
時
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
記
述
内
容

の
月
日
は
光
緒
三
二

(明
治

三
九
年
、

一
九
〇
六
)
年
十

一
月
が
最
晩
で
あ
り
、
光
緒
三
三
年

の
諸
策
に

つ
い
て
は
記
述
は
な
く
、
光
緒
三
二
年
末
に
完
成
し
た
も

の
と
想
定
さ
れ
る
。
総
頁
数
は
三
六
八
頁
で
地
図

一
枚
と
表
八
枚
を
含
む
が
、
頁
数
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
に
つ
い
て
は
、
用
箋
版
心

に
「東

亜
同
文
會
用
紙
」
と
の
印
刷
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
亜
同
文
会
が
上
海
総
領
事
館
南
京
分
館

の
委
託
を
受
け
調
査

し
作
成
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
複
数

の
筆
跡
よ
り
作
成
は
個
人
で
は
な
く
数
人
の
共
同
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

目
次

は
下
記

の
通
り
で
あ
る
。
頁
数
は
不
記
な
の
で
、
引
用
に
さ

い
し
て
は
「第

一
章
第

一
節
」
の
よ
う
に
略
記
し
て
典
拠
を
提
示
す
る
。

第

一
章
飢
饉

地
理

第

一
節
位
置
境
界
区
画
、
第
二
節
地
勢
、
第
三
節
河
湖
、
第

一
款
河
、
第
二
款
運
河
、
第
三
款
湖
、
第
四
節
人
口
及
面
積
、
第
五
節
江

北
人
民
ノ
気
風
、
第
六
節
地
方
人
民
ノ
生
活
程
度
、
第
七
節
産
業
、
第
八
節
交
通

第

二
章
飢
饉

ノ
原
因

第

一
節
出
水
状
況
、
第
二
節
各
被
害
地
状
況
、
第
三
節
物
価
ノ
騰
貴

第
三
章
飢
饉

民
ノ
惨
状
及
其
影
響

第

一
節
飢
民
ノ
総
数
、
第
二
節
飢
民
ノ
概
況
、
第
三
節
飢
饉

ノ
影
響
、
第

一
款
政
治
上

二
及
ボ
ス
影
響
、
第
二
款
産
業
上

二
及
ボ
ス
影

料

原

文

を

除

き

「
賑

」
に
統
一

す

る

。

(1
)
『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』に
つ
い
て

一

『
江

北
飢
饉

調

査

報

告

書

』

及

び

江

北

の

自

然

環

境

と

社

会

経

済



後

掲
の
地
図
を

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
江
北
地
方
は
広
大
な
平
野
で
あ
り
、
徐
州
府
と
安
徽
と

の
、
海
州
と
山
東
と
の
省
境
付
近

を
除

い
て
山
地
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
。
大
運
河
と
塩
運
河
を
南
北
の
大
動
脈
と
し
て
小
河
川
が
毛
細
血
管

の
如
く
縦
横

し
、
洪
沢
湖
を
は
じ

め
、
大

縦
湖
・白
馬
湖
等
の
大
湖
が
散
在
す
る
沢
園
で
あ
る
。
黄
河
は
咸
豊

五
(
一
八
五
五
)
年
に
北
流
し
て
渤
海
湾
に
注
ぎ
、
光
緒
三
二
年

当
時

は
旧
河
道
に
搬
泥
が
残
る
の
み
と
な

っ
て
い
た
。
准
河
は
流
れ
が
弱
く
、
そ
の
水
流
は
旧
黄
河
の
漂
泥
に
阻
ま
れ
、
容
易
に
海
に
流
れ

出
な

か

っ
た

。
湖
は
漂
泥
の
た
め
に
蓄
水
量
を
減
少
さ
せ
、
減
水
期
の
冬
季
に
は
葦
草
が
生
え
る
盆
地
と
な

っ
て

い
た
。
多
く

の
河
川

が
湖

に
流
れ
込
ん
で
い
た
が
、
漂
泥
堆
積
の
た
め
に
湖
の
貯
水
機
能
は
低
く
、
大
雨
で
増
水
す
る
と
、
水
は
湖
か
ら
溢
れ
、
平
野
は
瞬
く
間

に
大
湖

と
化
す
の
が
常

で
あ

っ
た

。
河
川
と
運
河
も
漁
塞
に
起
因
し
、
大
雨
に
よ
り
容
易
に
決
壊
し
た

。
清
朝
は
江
北

の
水
害
対
策

と
し
て
黄
河
河
堤
に
柳
を
植
林
し
た
が
、
数
年
す
る
と
民
に
伐
採
さ
れ
、
柳
は
薪
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
ま
た
、
上
流

の
河
南
で
は
江
北
の

水
災
対
策
の
た
め
森
林
伐
採
を
禁
止
し
た
が
、
河
南

の
人
々
に
は
利
害
が
実
感
さ
れ
ず
厳
守
さ
れ
な
か

っ
た

。
長
年
に
わ
た
り
、
水
利

事
業

が
実
施
さ
れ
ず
漂
泥
が
堆
積
し
て
い
た
こ
と
が
、
水
害
を
頻
発
さ
せ
る
要
因
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

徐

州
府
・准
安
府
・海
州
は
、
連
年
の
水
災
と
太
平
天
国
及
び
河
南

の
捻
軍
の
た
め
、
民
は
四
散
し
て
人
口
は
減
少
し
、
光
緒
三
二
年
に
お

響
第
四
章
救
済

第

一
節
官
憲
ノ
救
済
、
第

一
款
留
養
、
第

二
款
資
遣
回
籍
及
戴
留
、
第
三
款
地
方

二
対

ス
ル
救
済
、
第
四
款
以
工
代
賑
、
第
二
節
救
済

資

金
、
第
三
節
民
間
及
外
国
人
ノ
救
済

研弟
五
立早
結
訟繭

内
容
的
に
は
、
奏
摺
・電
文
・新
聞
史
料
等
の
中
文
史
料
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
独
自

の
調
査
を
ふ
ま
え
た
詳
細
な
記
録
で
あ
る
。
特
に

救
荒
活
動
の
現
場
担
当
官
か
ら
の
聴
取
と
章
程
・統
計
等
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
総
督
・巡
撫
等

の
文
書
に
な
い
も
の
を
多
数
含
む
第
一
級
の

史
料
と
評
価
で
き
る
。

(2
)
江
北
の
自
然
環
境
と
社
会
経
済



け
る
推
定
人
口
は
八
〇
〇
～
九
〇
〇
万
人
で
あ
る

。
准
安
府
の
山
陽
・阜
寧
・塩
城
の
各
県
で
は
多
少
と
も
米
穀
を
生
産
し
て
い
た
が
、

そ
れ
以
北

の
地
域
は
大
小
麦

・豆
・落
花
生
・金
針
菜
(馬
蹄
・ク

ロ
グ
ワ
イ
)
・甘
薯
等
の
雑
糧
を
栽
培
し
て
い
た
。
落
花

生
と
甘
薯
は
准
安
府

の
清
河
県
と
安
東
県
に
多
く
、
豆
と
金
針
菜
は
徐
州
府
の
宿
遷
県
が
主
で
あ

っ
た
。
海
州
で
は
小
麦
が
多
く
栽
培
さ
れ

る
と
と
も
に
、
准
北

塩
も
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、
徐
州
府
で
は
土
膏
と
称
さ
れ
る
ア

ヘ
ン
が

一
大
特
産
物
で
も
あ

っ
た
。
江
北
の
豆
・落
花

生
の
生
産
は
搾
油
業

を
盛
行
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
徐
州
府
で
は
黄
豆
(大
豆
)
を
原
料
と
す
る
搾
油
業

の
需
要
が
伸
び
、
多
く
の
農
民
が
搾
油
業
に
従
事
し
、

生
産
額

は
二
〇
〇
万
片
に
及
ん
だ
。
大
豆
油
は
南
方

へ
移
出
さ
れ
、
豆
餅
は
「鎮
江
豆
粕
」と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
。
准
安
府
清
河
県
清

江
浦
(
清
江
)
一
帯
で
も
大
豆
の
搾
油
業
と
落
花
生
油
の
生
産
が
盛
ん
で
あ

っ
た
。
江
北
に
お
け
る
商
品
流
通
の
中
心
は
清
江
浦
で
あ
り
、
山

東
・安
徽
・鎮
江

へ
の
雑
穀

・油
・豆
餅
の
移
出
中
継
地
と
な

っ
て
い
た
。
徐
州
府
の
豆
餅
が

「鎮
江
豆
粕
」
と
称
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
移
出
先

の
大
宗
が
鎮
江
で
あ
り
、
該
地
よ
り
各
地
に
流
通
す
る
た
め
で
あ
る

。

江
北
地
方
は
連
年
の
水
災
の
た
め

一
般
に
貧
困
で
あ
り
、
農
民
の
生
活
程
度
は
低
く
、
大
富
豪
は
存
在

し
な
い
。
当
地
の
古
老
の
談
に
よ

れ
ば
、
上
流
階
層
で
あ
る
富
紳
は
二
～
五
万
両
の
資
産
保
有
者
に
過
ぎ
ず
、
都
会
第

一
流
の
富
豪
で
も
二
〇
～
三
〇
万
両
の
資
産
し
か
有
し

て
い
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
海
州
の
塩
商
は
二
〇
～
三
〇
万
両
の
資
産
家
が
多
数
で
あ

っ
た
。
富
紳
は

一
郷
に

一
家
も
し
く
は
数
郷
に

一
家
、

富
紳
に
次
ぐ
中
流
層
は

一
郷
に
数
家
で
あ

っ
た
。
富
紳
は
絹
布
・羊
蓑
を
身
に

つ
け
、
家
屋
も
広
大
で
あ
り
、
食
事
は
贅
を
尽
く
し
、
江
南

の
富
豪

に
劣
ら
な
か

っ
た
。
富
紳
と
は
、
科
挙
合
格
者
を
輩
出
し
た
大
地
主
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
流
層
は
自
耕

地
と
多
少
の
小
作
地

を
所
有
す
る
農
民
で
あ
り
、
綿
衣
を
纏

い
藁
葺
き
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
。
圧
倒
的
多
数

の
細
民
は
佃
農
で
あ
り
、
耕
地
を
所
有
し
て
お

ら
ず
、

泥
土
で
囲

っ
た
家
に
住
み
、
婚
礼
時
を
除
き
衣
服
は
一
張
羅
で
あ

っ
た

。

江
北

に
お
け
る
主
食
は
雑
糧
で
あ
る
。
『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
が
如
実
に
そ
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
。

米
穀

ハ
此
地
方
ノ
特
産
物
ナ
ラ
ズ
、
又
此
ノ
地
方
ノ
必
需
ノ
モ
ノ
ニ
モ
非
ズ
、
従
テ
其
他
ノ
雑
穀

二
就
テ
見
シ
カ
、
之
等

ハ
当
地
方
住

民
ノ
常
食

ニ
シ
テ
、
其
豊
凶

ハ
直

二
大
関
係
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
モ
ノ

ニ
シ
テ

.,・

よ
り
詳

し
く
見
る
と
、
清
河
県
以
北

の
地
方
で
は
米
を
食
す
こ
と
稀
で
あ

っ
た
。
階
層
別
で
は
、
中
流
層
は
麦
と
玉
米

(ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
)
を

常
食
と
し
て
い
た
。
細
民
の
主
食
は
麦

・緑
豆
・甘
薯
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
副
食
を
食
す
る
こ
と
は
な
く
、
月
二
回
の
定
期
市
で
農
産
物
と

日
用
品
を
物
物
交
換
す
る
際
に
、
一
片

の
豚
肉
を
入
手
し
口
に
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。
ま
た
、徐
州
府
の
農
民
は
多
く
豆
餅
を
食
し
て
い
た

。



光
緒

三
二
年
夏
期
、
河
南
と
安
徽
は
激
し
い
降
雨
に
見
舞
わ
れ
、
鉄
道
等
交
通
機
関
の
往
来
が
寸
断
さ
れ
た
。
両
省

の
下
流
に
位
置
す

る
江
北

で
も
、
四
月
以
来
の
降
雨
は
激
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。
海
州
の
沐
陽
県
で
は
閏
四
月
か
ら
七
月
上
旬
の
九
〇
日
間
中
、
晴
天
は
わ
ず

か
七
日
を
数
え
る
の
み
で
、
半
数

の
四
五
日
は
大
雨
な
い
し
は
小
雨
で
あ
り
、
そ
の
他
は
曇
天
で
あ

っ
た
。
海
州
の
東

郷
は
五
月
か
ら
六
月

の
交
わ
り
に
水
勢
が
激
し
く
、
田
地
・家
屋
に
浸
水
し
家
畜
も
流
さ
れ
た
。
徐
州
府
宿
遷
県
は
閏
四
月
二
三
～
二
四
日
に
疾
風
と
雷
雨
が
激

し
く
、
降
雨
量
は
九
寸
余
り
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
五
月
十
八
日
に
も
大
雨
が
六
時
間
降
り
続
い
た
。
准
安
府
清
河
県
で
は
四
～
九
月
の
二

〇
六
日
中
、
降
雨
が
七
二
日
、
そ
の
内

二
四
日
は
大
雨
で
あ

っ
た
。
六
月
ま
で
に
洪
沢
湖
等

の
諸
湖
と
准
河
等
の
諸
河
及
び
大
運
河
は
雨
水

を
吸
収
し
、
七
月
頃
よ
り

一
旦
は
減
水
し
た
が
、
七
月
末
日
の
大
雨
に
よ
り
吸
水
不
能
と
な
り
、
水
は
滋
溢
し
周
囲
の
田
地
に
浸
水
し
た

。

表

一
は
江
北
よ
り
も
南
に
位
置
す
る
揚
州
府
高
郵
県
の
大
運
河
水
標
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
月
二
〇
日
か
ら
九
月

一
〇
日
ま

で
、
通
常
水
位
を
二

メ
ー
ト
ル
と
す
る
と
、
そ
の
二
倍
以
上
の
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
七
月

一
日
に
最
高
位
五
・四

一
メ
ー
ト
ル
を
記
録
し

て
い
る
。
夏
秋
の
増
水
期
と
は
い
え
、
相
当
の
出
水
量
で
あ
る
。
光
緒
三
二
年
七
月
に
着
任
し
た
両
江
総
督
端
方
は
夏

秋
の
大
水
は
災
い
と

な
り
、
徐
州
府
・海
州
・准
安
府
の
銅
山
・郵
州
・宿
遷
・薫
県
・碓
寧
・山
陽
・安
東
・清
河
・桃
源
・阜
寧
・海
州
・沐
陽
・韓
楡

の
一
三
州
県
は

一
片

の
江
洋
と
化
し

、
そ
の
罹
災
規
模
は
十
数
年
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
上
奏
し
て
い
る

。
ま
た
、
端
方
は
水
害
の
要
因
と
し
て
、
第

一

に
は
鞍
楡
と
海
州
の
河

口
部

の
漂
塞
、
及
び
徐
州
府

の
六
塘
河
の
漂
塞
の
た
め
に
、
出
水
を
蓄
え
る
機
能
が
失
わ
れ
て

い
た
た
め
、
第
二
に

降
雨
が
三
～
四
箇
月
続

い
た
た
め
と
し
て
い
る

。

表

二
～
四
は
各
地
の
被
災
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
地
図
は
凶
作

の
程
度
を
図
示
し
た
。
被
災
し
て
い
な
い
の
は
、
徐
州
府
の
豊

県
∴
抑
県
・陽
山
県
の
み
で
、
そ
の
他
は
重
度
の
相
違
は
あ
れ
、
全
て
被
害
を
被

っ
て
い
る
。
地
図
を
見
る
と
、
被
災
程
度
が
大
き
い
の
は
運

河
沿
岸
と
沿
海
部
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
運
河
か
ら
水
が
溢
れ
出
し
被
害
を
広
げ
た
こ
と
、
ま
た
海
に
流
れ
出
る
べ
き
水
が

(1
)
水
害
の
発
生
と
物
価
動
向

二

水

害

と
飢
饉



表1.光 緒32年 高 郵 水 標 の運 河 水 位(m)

3月1U2.02

10目2.02

20目2.02

4月 ユ日2.02

10日2.02

20日2.02

閏4月1日2.02

10目2.02

20日2.02

5月1日2.05

10日2.24

20口3.55

6∫ヨ1日4.03

10日4,38

20口5.12

7月1「]5.41

10日5.25

20日5.34

8月1日5.22

10日4.9

20日4.64

9月1日4.35

10日3.97

2003.65

10月1日3.2

10日3.01

20日2.66

11月1日2.3

10日2.24

20目2.11

※ 『江北飢饉 調 査報 告書』 第1章 第2節 よ り作成。

表2.光 緒32年 における徐州府 の被 災状況

①州県別の被災重度(作柄分数)
・最重一宿遷 ・彊州・誰寧(と もに3分)

・次重一銅山・薫(と もに6～7分)

・被害な し一豊・沸・腸山

②作物の被害等
・玉米・黄豆・山芋・蕎麦 ・小麦 は被害大、大麦はやや収穫あ り。
・豆餅は農民の食糧 となり、鎮江へ全 く流通せず。

③宿遷県の被災状況詳細
く麦の被害 〉
・1月の連雨により腐敗するもの多く、寒冷のため成長は不十分。
・3月に知県は作柄を約6分 作と査定。
・収穫期の閏4月23～24日 ・28日に大雨で浸水し、未収穫の大小麦 と収穫i.

後、耕地乾燥の麦はともに流出、実際の収穫は50%程 度。

〈黄豆・玉米・アヘン〉
・黄豆は流失し補種するも、すぐに出水により流出、収穫率30%程 度。
・アヘンの被害額 は3万両に及ぶ。

〈家畜・家屋の被害〉
・人畜の死傷者は少ない。
・家屋の損害は降雨のた めに非常に大。

※ 『江北飢鐘調査報告書』第2章第2節 より作成。

十
分
排
水
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
府
州
と
も
、
作
物

へ
の
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
雑
糧
は
ほ
ぼ
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て

い
る
。

表
五
よ
り
、
高
梁
・玉
米
・落
花
生
・甘
薯
・黄
豆
の
播
種
期
は
五
月
、
麦
の
収
穫
は
四
～
五
月
で
あ
る
。
閏
年
で
あ

っ
た
光
緒
三
二
年

は
閏
四
月
が
通
常
年
の
五
月
と
な
り
、
雑
糧
の
播
種
期
と
麦
の
収
穫
期
に
相
当
す
る
。
農
作
物
の
被
害
が
甚
大
な
の
は
、
播
種
期
と
収
穫
期

に
水
害

が
来
襲
し
た
た
め
で
あ
る
。
表
三
と
表
四
よ
り
、
海
州
と
安
東
県
の
農
民
は
流
失
し
た
農
作
物
を
挽
回
す
る
べ
く
補
種
を
行
う
が
、

度

々
の
降
雨
の
た
め
成
功
し
な
か
っ
た
。
安
東
県
で
は
、
胡
麻
・麻
・緑
豆
・大
根
等
の
種
子
価
格
が
平
年

の

一
・八
～
二
倍
と
高
騰
し
た
。
ま

た
、
泥
土
建
築
の
家
屋
は
長
雨
で
破
壊
さ
れ
、
多
く
の
細
民
が
住
居
を
失

っ
た
。



表3.光 緒32年 にお け る海 州 の被 災状 況

① 州 県 別 の被 災 重度(作 柄分 数)
・最 重 一沐 陽(2分)

・次 重一海州(2分
、 東郷 は全 村 水 没)

・次 次 重一輯 楡(6分
、高 地 で被 害 梢 少)

② 作物 の 被 害状 況
・大 麦 ・碗 豆の 収穫 は4～5割 、 小麦 は2割 。
・玉 米 ・甘薯 ・蕎麦 ・大 根 は ほぼ 全滅 。

③ 沐 陽 と海 州 の被 災状 況詳 細
・両 地 は沃 水 と運 河 が合 流 し

、温 の范 濫 が最甚 、諸 被害 地 中 で被 害 は 最大 。
・4～5月 の 雨 で碗 豆 と 大小 麦 が流 出 、特 に 小麦 は収 穫期 で 被 害大 。
・6月堤防 が 決壊 し、 東 南 西三 郷の20余 鎮 は全 て 水没 、 瀕死 者 多 数。 家 屋 は
倒 壊 、家 畜は 全失 、収 穫 は全 くな し。 す ぐ に飢饉 が発 生 。

・北 郷は 高地 で黄 豆 ・紅黍 等 の 収穫 あ り。
・三 郷 で は減 水 時に 甘薯 ・蕎麦 ・大根 等 を補 種 す るが

、 降雨 で流 出 し収穫 な し
・災 民は 住居 もな く、衣 類 もな し。11月 に な って も減水 せ ず 。
・麦 の 種子 は 毎 石80両 の 高値 とな り、翌 年 の 大小 麦 の 収穫 は望 めず 。
・閏4月 以 降 の降 雨 と曇 天 の ため 、海 州 の 塩池 は水 没 し産 額激 減 、1斤12文
の塩 価 は40～60文 に。

※ 『江北飢饉 調査 報 告 書』 第2章 第2節 よ り作 成 。

表5.江 北 の 主 要 農 産 物 の 播 種 期 と収 穫 期

播 種 期 収 穫 期

麦9月4～5月

高 梁5月7～8月

玉 米5月7～8月

落 花 生5月8～9月

甘 薯5月8月

黄 豆5月8月

緑 豆6月8月

米6月9月(早 稲7～8月)

蕎 麦7月9月

大 根6月10月

※ 『江北飢饉 調査 報 告書』第1章 第7節 よ り作 成。

表4.光 緒32年 に お け る准 安府 の被 災状 況

① 州 県別 の被 災重 度(作 柄 分 数)と 被 災 状 況
・最 重 一桃源(3～4分 、 夏 作 ほ ぼ流 出)
・次 重 一安 東(3～4分)・ 清 河(清 江 浦5分 、 西北 二郷 の被 災 最 重 〉
・次 次 重 一山陽(8分 、 西 北 二 郷 被 災最 重 、 東 南 二郷 や や 被 災 を免 れ る)

阜 寧(北 郷 全域 が被 害)

② 作物 の被 害
・大 小 麦 ・高 梁 ・麻 が 被害 。
・落 花 生 と甘 薯 は 多少 流 失 せ ず 、耕 地 に 残 る 。

③ 安 東 県 の被 災状 況 詳 細
・閏4～5月 の 大 雨 で 未収 穫 の 大小 麦 は ほぼ 腐 燗

。 玉 米 ・黄 豆 の 大 半
は 流失 、 も しく は全 腐 燗 。
・減水 後 に胡 麻 ・麻 ・緑 豆 ・大 根 を補 種 し よ う とす るが

、 種 子 は 高
騰 。 極 貧 は 衣類 を質 入 れ して 種 子を 購 入 し、 減水 した 高地 に補 種
・6月16日 の 大雷 雨で 補 種 した 作 物 は 全 流 出 、 農 民 は失 望。 地 方官
は 蕎麦 ・菜 種 の 補 種 を勧 め る が 、7月11～12日 の 降 雨 で 再び 流 出す
・8月4日 ・7日 ・10日 の 大 雨 で 平 地 は 湖 沼 と 化 し、低 地 の 落花 生 と 甘
薯 は壊 滅 、 大小 麦 は 播 種 不 可 能 に。10月 減水 後 に 大小 麦 は 補種 。
・種 子 は 急 騰 し、緑 豆 ・胡 麻 は 毎 斗1000～1500文 で平 年 の1.8倍 、
大 根 は 毎 両120～130文 で2.2倍 にe
・泥 土 建 築 の 家 屋 は 大雨 に よ り壊 れ 、 修 繕 す る も乾燥 す る 前 に 大
雨 で流 され 、民 は住 居 を 失 う。
・人 畜 の 被 害 は 幸 い な し。

※ 『江北飢饉 調 査 報 告 書 』 第2章 第2節 よ り 作成 。
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表6.光 緒32年 准安府清河県の物価動向

1月上旬

中旬
下旬

2月 ヒ旬

中旬
ド旬

3目 上旬

中旬

ド旬
4月上旬

中旬

下旬
閏4月 ヒ旬

中旬

下旬
5月L旬

中旬

ド旬
6月 ヒ旬

中旬

下旬
7月上旬

中旬

下旬
8月上旬

中旬

下旬
9月 上旬

中旬

ド旬
10月上旬

中旬

下旬

11月上旬

中旬

中米(両 石)

本年 昨{段
2.3

2.3

2.3

2.3

2,3

2.3

2.3

2.3

2.3

2,4

2.4

2.6

2.6

2.6

2,6

2.1

2.8

3

3.2

3,3

3.3

3.3

3.4

3.4

3.4

3.4

3,4

3,4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.6

3.9

4

0

0

1:}

1:}

1:1

%

。.1

。.i

l:l

l:l

l:l

l量

1:1

}:;

i:l

i:l

l:l
l.8

小麦(両 ・石)

本年 昨[段 ヒ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2、1

2.1

2.2

2.2

22

2.2

2.1

2.2

2.3

3.4

2.4

2,4

2.4

2.5

2.5

2.5

2.7

2.8

2,8

2.9

3

3

3

3.1

3,1

3.3

一〇
.5

-0
,5

-0
.1

-0 .4

-o
.4

-0
.4

-0
,4

-〔〕.1

-0
.↓

-0
.5

-0
,5

-0
.2

-0
.3

0

0.3

0.5

0.5

0,5

0,5

0.5

0.5

0.5

0,7

0.8

0.8

0.8

0.9

1

1

1.l

l.4

L3

大麦 個'イ ヨ♪

本年 昨年比

D.x

O、R

O.6

0,8

0、8

0.8

0.8

0.8

⑪.R

O.9

0.9

0,9

0.9

0.9

0.8

0.8

1

1,l

l.3

1.3

1.3

1.3

1,4

1.4

1.4

1.6

1.8

1,8

1.8

2

2.1

2.1

3.2

2.2

2,2

0.2

-0
.2

-0
.2

-0 、2

-0
.2

-o
.L」

-0 .2

-0.2

-0
,2

0

0

0

-0
.1

0.2

0.4

0.6

0.6

0.6

0、6

0.6

0.6

0,6

0.8

1

1

1

1.2

1,3

L.3

L4

1,4

L4

黄豆(両 石)

本年 昨年比
2.1

2.1

2.1

2,1

2,1

2,1

2,1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.i

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

2.7

2.7

2.4

2.4

2.4

2,6

2.6

2.6

2.8

2.9

2.9

3

3

3.1

3.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0,2

0.2

0.コ

0.2

0,2

0.2

0.2

0,3

0.3

0.3

0.5

0,6

0.8

0.8

0.8

0.5

0.5

0.3

0.5

0、5

0.5

0.5

0.7

0.8

0.9

0.9

1

1.】

f{米(両 イ}}

本年 昨年上

1.3

1.3

1.3

1.3

1,3

1.3

1.3

1,3

1.3

1.3

1,3

L3

L3

正.3

L3

1,3

1.3

L5

L6

1.8

1,8

L8

2

2.2

2,3

2.5

2.7

2.7

2.8

2.9

2.9

2.9

2.9

1.3

3

0

0

0

0

〔}

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.3

0.5

0.5

0.5

0,7

0.9

1

1.2

1.4

1、4

1.4

0.9

1.6

L6

1.6

0.6

L7

粟 〔両 石)

本年 昨年虹

[.7

i.7

1.7

1,T

I,T

[.?

1、7

17

1.T

l.7

1.7

1.7

1、7

L7

1,7

1,7

1.7

1,8

L8

1.8

1.8

1.8

1.9

2

2

2.1

2.1

2.1

2.!

2.2

2.3

2.3

2.3

1,7

2.3

0

0

0

0

〔}

0

0

0

0

0

0

0

0

G

O

O

O

O.1

0.1

0.1

0.1

0.1

02

0.3

0.3

0.4

0,4

0.4

G.4

1.1

0、6

0.6

0.6

0

0,6

塩(文 石)

本年 昨年七

16

16

16

16

16

16

20

22

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

35

35

60

14

4

4

茎

1

1

4

6

8

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

13

13

13

13

13

23

23

23

36

26

庫しiξ紋銀r文 両}

本年・ 昨年比

1670

1670

1670

16TO

l670

1670

1670

1670

1670

i680

1680

1680

1740

1740

1680

1650

1650

1680

1680

1680

1680

正6別

1680

1700

1700

1700

1700

17〔)O

l600

L650

}650

1650

1650

1560

15,駒

l

I70

211〕

210

210

210

21〔1

210

Llし》

220

220

240

210

160

1go

190

1go

lgo

Igo

l80

200

190

180

180

180

180

70

120

10

100

-10

30

※ 『江北飢饉 調 査報告書』第2章 第3節 よ り作成、「清河県署ノ禮科ノH誌 二依ル,.

表7.光 緒32年11月 に お け る糧 食 及 び 燃 料 価格(文)の 動 向

清江浦
沐陽

安東

小麦(斗)

昨 年 本 年
3001000

巨(斗)

昨 年 本 年

250550

220550

馬 鈴 薯(担)

昨 年 本 年

4001200

3001100

150700

米(斗)

昨 年 本 年

2800

3500

3000

3000

700

600

玉 米(斗)

昨 年 本 年

18

20

16

36

70

30

薪
昨年 本年
300700

300600

300600

※ 『東亜 同 文会 報 告三 第86回(1907年}月)24頁 よ り作 成 。

表
六

の
清
河
県

礼
科

の
日
誌
よ
り
採

訪
し
た
諸
物
価
を

見
る
と
、
米
穀
・雑
糧

の
価
格
が
高
騰

し
始
め
る

の
は
概
ね
五

月
以
降
で
あ
り
、

高
値

の
傾
向
は

一
一

月
ま
で
七
箇
月
間

継
続
し
て
い
る
。
表

七
は

一
一
月
の
価
格

で
あ
り
、
小
麦
・豆

・馬
鈴
薯
・玉
米
・薪

は
昨
年
比
で
二
～
四

倍
に
高
騰

し
て

い
る

一
方
、
米
穀
は
沐

陽
県
と
安
東
県
で
昨
年
比
五
分

の

一
に

下
落
し
て
い
る
。

こ
れ
は
米
穀
が
主
食

で
は
な

い
こ
と
に
起
因
す
る
た
め
で
あ

る
。表

八
よ
り
、
葦
材
・木
炭
の
燃
料
と
胡

麻
油
・
豆
油
・菜
油

・花
生
油
の
雑
糧
油
は

例
年
以
上

の
価
格

と
な

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
と
は
反
対
に
牛
豚
と
牛
油
・
豚
油
・

家
鴨
・鶏

・鶏
卵
等

の
家
禽
類
と
魚
類
の

価
格
は
三
分
の
二
か
ら
二
分

の

一
程
度

に
下
落

し
て
い
る
。

こ
の
現
象

は
、
第

一
に
表
二
と
表
四

の
「人
畜

の
被
害
が
少

な

い
」
と
い
う
事
実

を
裏
付
け
て
い
る
。

第

二
に
農
民
に
と

っ
て
家
禽
類
や
魚
類



江
北
の
徐
州
府
・海
州
・准
安
府
各
属
は
災
状
が
極
め
て
重
く
、
難
民
が
非
常
に
多

い
。
当
地
は
連
年

の
災
害
と
不
作
の
た
め
に
、
も
と

よ
り
各
戸
の
蓄
え
は
少
な

い
。
今
年
、
大
災
害
を
被
り
耕
地
と
家
屋
は
み
な
水
没
し
、
雑
糧
と
疏
菜
は
補
種
で
き
ず
、
時
が
過
ぎ
季
節

が
変
わ

っ
て
も
、
積
水
は
未
だ
に
退
か
ず
、
二
麦
を
播
種
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
災
民
は
何
も
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
次

々
と
牛

を
売
り
、
四
散
し
て
食
を
求
め
、
甚
だ
し
い
も
の
は
子
供
を
売

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
は
日
々
耳
に
す
る
。
道
に
は
餓
死
者

の
遺

体

が
横
た
わ
り
、
聚
落
に
は
流
民
が
溢
れ
て
い
る

。

水
害
に
よ
り
耕
地
・家
屋
が
被
害
を
受
け
、
民
は
食
物
に
あ
り
つ
け
ず
、
飢
餓
が
発
生
し
難
民
と
な

っ
た
。
郷
民
は
草
苗
桑
葉
で
飢
餓
を
凌

い
だ
が
、
冬
に
な
り
葉
は
落
ち
草
は
枯
れ
、
食
す
る
も
の
が
な
く
な
る
と
、
投
身
と
首

つ
り
に
よ
る

一
家
心
中
、
斗
粟
が
買
え
ず
砒
素
を
麺

に
混
合

し

一
〇
箇
月
の
嬰
児
を
残
し
て
の

一
家
服
毒
自
殺
、
行
き
倒
れ
等
が
散
見
さ
れ
た

。
清
江
で
は

一
〇
口
の
家

は
餓
死
者
が
七
～
八

人
に
上
り
、
飢
餓

の
様
子
は
下
記
の
如
く
悲
惨
な
も
の
で
あ

っ
た
。
郷
民
は
最
初
に
草
根
・楡
桑
の
樹
皮
か
ら
柳
樹
の
新
芽

へ
と
食
い
つ
な

ぐ
。
食

を
入
手
す
る
た
め
に
、
最
初
に
什
物
を
売
り
、
次
に
房
屋
を
壊
し
て
「切
り
売
り
」す
る
。
房
屋
が
「完
売
」す
る
と
、
銭
米
と
交
換
で

き
る
物

は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
市
場
で
は
豆
餅
と
豆
津
が
販
売
さ
れ
て
い
た
が
、
溝
に
落
ち
た
も
の
で
も
無
数
の
飢

民
が
群
が
り
舐
め
食

水
害

は
民
衆
を
飢
餓

へ
と
追

い
立
て
て
い

っ
た
。
光
緒
三
二
年

一
〇
月
、
両
江
総

督
端
方
は
水
害
の
被
害
を
次
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。

(2
)
飢
饉

と
逃
荒
難
民
の
発
生

が
飢
餓

を
凌
ぐ
上
で
重
要
で
あ

っ
た
点
で
あ
る
。
農
民
は
被
害
が
少
な
か
っ
た
家
禽

類
を
売
却
し
、
ま
た
増
水
に
よ
り
捕
魚
が
容
易
に
な

っ
た
た
め
に
漁
獲
高
が
二
倍
と

な
り
、

そ
れ
ら
を
売
却
し
て
貨
幣
を
入
手
し
、
必
要
な
糧
食
と
種
子
を
購
入
し
て
い

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
二
よ
り
、
徐
州
府
の
豆
餅
は
鎮
江

へ
流
通
せ
ず
、

飢
民

の
貴
重
な
糧
食
と
な

っ
た
。
非
江
北
産
の
豆
餅
も
流
入
し
、
上
海
市
場
の
豆
餅

は
江
北

へ
の
出
荷
が
増
え
高
利
益
を
あ
げ
た

。

表8.光 緒32年 日用食料品の価格動向(文)

本年 例年・昨年

葦材(担)

木炭(担)

芝麻油(両)

豆油(両)

菜油(両)

花生油(両)

牛(斤)

豚(斤)

牛油(斤)

豚油(斤)

家鴨(羽)

鶏(羽)

鶏卵(個)

豆粕(斤)

魚類

900～1000

2000～

16

14

16

13

40～60

80～100

70

120

200

150

3

60～70

250

1200～1300

10

8

10

6

100～!50

150～200

120

200

300

250

6

25～26

平年の1/3、都市への出荷量は2倍

※ 『江北飢饉調査報告書』第2章第3節より作成。



作
も
多

少
の
収
穫
が
あ
る
者
を
指
し
、
人
数
は

一
六
〇
万
人
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
彼
ら
と
て
光
緒
三
二
年

一
二
月
頃
か
ら
三
三
年
三
～
四
月

の
麦
収
穫
期
ま
で
に
、
漸
次
飢
餓
に
瀕
す
る
「飢
餓
予
備
軍
」
に
他
な
ら
な
い
。
子
細
に
見
る
と
、
賑
済
が
必
要
と
な
る
飢
民
の
発
生
に
は
時

間
差
が
存
在
し
て
い
る
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
二
〇
〇
万
余
の
人
々
が
飢
餓
に
陥
る
こ
と
は
必
至
な
の
で
あ
る

。

四
月
以
来
の
連
雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
月
以
前
に
は
各
州
県
は
大
水
害
を

「例
災
」
と
見
な
し
、
何
ら
救
済
策
を
講
じ
な
い
ば
か
り
か
、

災
状
を
隠
し
て
報
告
せ
ず
、
通
常
時
の
よ
う
に
租
税
を
徴
収
し
よ
う
と
さ
え
し
た

。
こ
の
た
め
、
飢
民
は
座
し
て
餓

死
を
待

つ
よ
り
も
、

豊
か
な
南
方
の
大
都
市
に
移
動
し
て
飢
荒
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
居
住
地
を
離
れ
る
者
が
出
始
め
た
の
で
あ
る
。
八
月
以
来
、
南
京
で
は
江
北

各
地

の
飢
民
が
到
来
し
、
巡
警
は
暴
動
予
防

の
た
め
警
備
に
あ
た

っ
て
い
た

。
江
北
か
ら
逃
荒
難
民
の
流
出
を
増
長
す
る
要
因
は
二

つ

あ

っ
た
。
第

一
は
習
慣
的
な
南
下
で
あ
る
。
貧
困
な
江
北
の
農
民
は
冬
に
杭
州
や
蘇
州
を
楽
天
地
と
し
て
南
下
し
、
越
年
し
て
生
計
を
は
か

り
、
春
に
帰
郷
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
。
そ
の
数
は
大
東
汽
船
社
員
の
談
に
よ
れ
ば
、
毎
年
約
七
万
人
で
あ

っ
た
。
第
二
は
船
戸
に
よ
る

べ
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
と

。
光
緒
三
二
年
九
月
初
め
、
江
北

の
飢
民
は
清
江
付
近
を

通
過
す
る
さ
い
に
、
食
が
な
く
子
女
を
売
る
か
沿
道
に
放
棄
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
例
年
の

南
下
で
は
見
ら
れ
ず
、
今
回
の
水
害
に
よ
る
飢
饒

の
深
刻
さ
を
物
語

る
も

の
で
あ
る

。

表
九
よ
り
、
飢
民
数
は
徐
州
府
が
七
〇
万
人
、
准
安
府
が
七
三
万
人
、
海
州
が
七
五
万

人
で
、
江
北
三
府
州
に
お
け
る
飢
民
は
二
一

八
万
人
で
あ
り
、
推
定
人
口
八
〇
〇
～
九
〇

〇
万
人
に
照
ら
す
と
、
四
～
五
人
に

一
人
が
飢
餓
に
苦
し
ん
で
い
た

こ
と
に
な
る
。
飢
民

は
直
ち
に
救
済
を
施
す
べ
き
急
賑
を
要
す
る
者
、
急
賑
を
要
し
な

い
者
の
二
つ
に
分
類
で

き
る
。
急
賑
を
要
す
る
飢
民
は
計
八
〇
～
九
〇
万
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
三

つ
に
分
類
さ
れ

る
。
第

一
は
、
春
秋
作
と
も
に
滝
没
し
、
春
麦
収
穫
期
の
四
～
五
月
頃
よ
り
食
に
苦
し
む

者

で
、
そ
の
数
は
三
～
四
万
人
で
あ
る
。
第
二
は
秋
作
は
流
さ
れ
た
が
、
春
作
の
損
害
が

少
な
く
、
四
～
五
月
か
ら
八
～
九
月
の
収
穫
期
ま
で
に
被
害

の
程
度
に
応
じ
、
飢
餓
に
陥

る
者
が
三
〇
万
人
前
後
存
在
す
る
。
第
三
は
春
作
の
被
害
は
な
い
が
、
秋
作
が
大
害
を
被

っ
た
者
六
〇
万
人
強
で
あ
る
。
急
賑
を
要
し
な
い
飢
民
は
春
作
の
被
害
が
な
く
、
か
つ
秋

表9.江 北 各 地 の 飢 民 数(万 人)

〈徐 州 府>

6[S州 ・碓 寧 ・宿 遷 各20

銅 山 ・薫2県 小 計

小 計

〈潅 安 府 〉

桃 源

安 東

清 河

山陽 ・阜 寧

小 計

〈海 州 〉

海 州 ・沐 陽 各30

鰭 楡

小 計

く安 徽 省 〉

懐 遠 ・寿 州 ・鳳 台 ・宿 州 ・霊 壁 ・酒 州 小 計

60

10

70

22

20

15

16

73

60

15

75

30

総計 248

※ 『江 北飢饒調査報告書』 第3章 第1節 よ り作成



飢
民

で
現
地
に
留
ま

っ
た
者
は
餓
死
を
免
れ
る
べ
く
、
盗
賊
・塩
臭

(武
装
私
塩
集
団
)
・会
匪
等
に
身
を
投
じ
た
。
海
州
の
富
紳
は
吝
箇

で

細
民

の
怨
恨
を
買
い
や
す
く
、
ま
た
当
地
は
強
盗
が
非
常
に
多
い
地
方
で
あ

っ
た
。
光
緒
三
二
年
よ
り
数
年
前
、
海
州
近
郊
の
王
某
宅
に
強

盗
が
入

り
金
品
と
五
穀
を
奪
い
、
五
穀
を
村
民
に
分
与
し
、
家
屋
に
放
火
す
る
と

い
う
案
件
が
発
生
し
て
い
た

.轡
。
海
州
は
東
西
二
大
匪

と
小
匪
が
践
雇
し
、
そ
の
数
は
万
余
人
を
下
ら
な

い
と
さ
れ
た
。
匪
徒
は
螢
雫
を
設
け
て
掲
款
を
私
収
し
、
人
を
捕
ら
え
て
家
屋
に
火
を
放

つ
等

の
行
為
を
働
い
て
い
た
。
光
緒
三
二
年
夏
秋
以
来
、
凶
年
を
口
実
に
東
匪
は
常
熟

・崇
明
・宝
山
等
の
匪
徒
と
結
託
し
、
そ
の
動
き
を
活

発
化
さ
せ
て
い
た

。
そ
し
て
、
遂
に
八
月
二
〇
日
に
海
州
の
匪
徒
は
槍
米
を
企
て
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る

童
。

今
年
飢
饉

二
際
シ
、
之
等
飢
民
ノ
来
タ
リ
投

ス
ル
モ
ノ
漸
ク
多
キ
ヲ
加
フ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
、
遂

二
反
乱
ヲ
企
テ
、
其
ノ
徒
千
余
人

二
達

シ
、
或

ハ
米
行
ヲ
襲

ヒ
テ
米
糧

ヲ
得
テ
貧
民
二
施
与
シ
、
又
ハ
廉
価

ニ
テ
売
却

シ
、
或

ハ
海
上

二
船
舶
数
百
余
隻

ヲ
分
布
シ
テ
、
出
入

ノ
船
舶
ヲ
掠
奪
シ
、
将

二
大
事
到
ラ
ン
ト
セ
リ

飢
民
が
匪
徒

へ
身
を
投
じ
て
発
生
し
た
槍
米
の
特
徴
は
、
掠
奪
し
た
米
穀
を
貧
民
に
施
与
も
し
く
は
廉
売
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
米
穀
販
売
代
執
行
の
槍
糧
槍
米
案
件
は
本
事
例
を
除

い
て
存
在
せ
ず
、
極
め
て
稀
少
で
あ
る
。

(3
)
海
州
匪
徒
の
槍
米

納
税
回
避
の
た
め
で
あ
る
。
船
戸
は
運
賃
を
徴
収
せ
ず
、
ま
た
食
事
ま
で
も
用
意
し
て
多
数
の
飢
民
を
乗
船
さ
せ
、
関
上
下を
通
過
す
る
際
に

飢
民
に
暴
行
を
働
か
せ
て
強
行
に
航
行
し
、
贅
金
等
の
徴
税
を
逃
れ
た

の
で
あ
る

。

逃
荒
難
民
が
南
下
す
る
経
路
と
目
的
地
に
は
、
第

一
に
清
江
浦
か
ら
大
運
河
を
下
り
、
揚
州
と
鎮
江
を
目
的
地
と
す

る
も

の
、
第
二
は
阜

寧
県

よ
り
塩
運
河
を
下
る
も
の
、
第
三
に
洪
沢
湖
を
渡
り
、
陸
路
よ
り
安
徽
を
経
て
南
京
及
び
上
流
一

帯
に
出
る
も

の
で
あ
る
。
第

一
の

清
江
浦
を
通
過
す
る
経
路
が
最
も
多
く
、
第
三
が
こ
れ
に
次
い
だ
。
南
下
中
及
び
目
的
地
到
着
後
の
難
民
の
生
業
は
、
行
商
・鉄
道
建
設
の

労
働
者

・乞
食
等
で
あ
り
、
食
物
の
窃
盗
に
走
り
郷
民
と
の
争

い
も
頻
発
し
た

。
光
緒

『
准
安
府
志
』
に
よ
れ
ば
、
水
旱
害
が
発
生
す
る

と
、
佃
戸
貧
民
は
競

っ
て
耕
地
と
房
屋
を
捨
て
妻
子
を
連
れ
て
長
江
を
渡
り
求
食
す
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
逃
荒
難
民
の
大
半
も
佃

戸
層
を
中
心
と
す
る
貧
民
に
相
違
な
い

。



八
月
末
、
江
蘇
巡
撫
陳
肇
龍
は
所
轄
の
各
地
方
に
対
し
、
徐
州
・海
州
の
飢
民
が
次
々
と
南
下
し
清
江
浦
に
到
り
、
食
を
得
ら
れ
ず
に
子
女
を

放
棄

す
る
こ
と
は
憐
欄
な
の
で
、
通
過
す
る
飢
民
を
見
つ
け
た
ら
、
随
時
南
下
さ
せ
ず
現
地
に
収
容
し
て
逗
留
(戴
留
留
養
)し
、
路
費
を
給
付
し
て

原
籍

地
に
帰
郷
(資
遣
回
籍
)さ
せ
、
滋
事
を
起
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
指
示
し
た

。
難
民
の
南
下
阻
止
は
交
通

の
要
衝
に
警
察
や
騎

兵
を
駐

留
さ
せ
、
強
制
力
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
た

。
載
留
の
目
的
は
治
安
維
持
に
あ
り
、
大
量
の
難
民
が
各
地
に
押
し
寄
せ
騒
ぎ
立
て
る
こ
と

を
防

止
す
る
た
め
で
あ
る
。
難
民
の
通
過
地
た
る
清
江
浦
で
は
、
簿
賑
総
局
の
中
に
難
民
収
容
所
で
あ
る
留
養
廠
と
帰
郷
に
関
す
る
事
務
を
執
り

行
う
資
遣
局
が
設
置
さ
れ
た
。
「政
府
ノ
政
策
ト
シ
テ
、
能
ウ
限
リ
飢
民
ヲ
回
籍
セ
シ
メ
、
家

二
在
リ
テ
当
局
者
ノ
救
済
ヲ
侯
タ
シ
メ
ン
ト
ス

ル
ニ
在

リ
」

、
戴
留
留
養
と
資
遣
回
籍
は
原
籍
地
に
お
け
る
救
済
の
前
段
階
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

八
月
前
後
か
ら
、
江
北
に
お
け
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
清
江
浦
は
、
鎮
江
・揚
州
・南
京

へ
向
か
う
難
民
の
通
過
地
点
と
な

っ
て
い
た
。

一

三

救

荒

活

動

(1
)
載
留
留
養
と
資
遣
回
籍

捕
縛

さ
れ
た
匪
首
厳
歩
恒
は
供
詞
に
お
い
て
、
江
北
で
水
災
が
発
生
し
た
の
で
、
糾
衆
し
て
富
戸
か
ら
米
糧
を
掠
奪

し
貧
民
を
救
う
べ
く
、

四
〇
〇
～
五
〇
〇
人
の

一
味
に
五
〇
〇
人
の
附
和
者
を
加
え
、
約
千
人
で
富
戸
三
家
と
中
小
戸
数
十
家
を
襲
撃
し
、
官
兵
を
殺
害
し
た
と
述

べ
て

い
る

。
ま
た
、
厳
歩
恒
は
富
戸
を
襲
撃
し
米
糧
を
掠
奪
し
た
の
は
、
富
戸
が
故
意

に
圃
積
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
不
満
を
抱
い
て

い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
、
飢
民
に
分
給
し
た
ゆ
え
に
通
常
の
財
物
強
奪
と
は
異
な
る
と
供
述
し
て
い
る

。
五
〇
〇
人
の
附
和
者
が
加
わ

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
富
戸
に
よ
る
圃
積
が
広
範
に
行
わ
れ
、
こ
れ
が
槍
米
の
重
要
な
要
因
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
両

江
総
督
端
方
は
飢
民
に
掠
奪
し
た
米
糧
を
販
売
し
た
の
は
、
各
村
か
ら
軍
資
金
を
徴
発
す
る
た
め
で
あ

っ
た
と
す
る

。
両
者
の
見
解

の

相
違
は
歩
み
寄
り
が
た

い
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
官
方
に
よ
る
水
害

へ
の
対
応

の
杜
撰
さ
が
逃
荒
難
民
の
南
下
に
止
ま
ら
ず
、
槍
米
と

い
う
騒
擾
に
ま
で
及
ん
だ
点
を
重
視
し
た
い
。
こ
の
ま
ま
、
事
態
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
社
会
秩
序
を
不
安
定
に
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、

何
ら
か

の
救
荒
政
策
が
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。



表10.光 緒32年11.月 准 安 府 清 河 県 清 江 浦 留 養 廠 の 収 容 飢 民 数

廠数 戸 数 男 女 成 人 数 男 女小 人 数 人数 合 計

石砺 頭

塩 河 北 岸

58

22

57,306194,092

25,76588,624

87,623281,715

36,568125,112

総 計 80 83,071282,716124,191406,827

※ 『江 北 飢 鯉 調 査 報 告 書 』 第4章 第1節 よ り作 成 、11月18～19日 の 数 値

○
月
一
三

日
、
簿
賑
総
局
の
下
に
留
養
廠

(飢
民
廠
)
が
二
箇
所
設
け
ら
れ
、
飢
民
を
収
容
し

一
日
あ
た
り
銭

一
〇

〇
文

の
給
付
が
始
ま

っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
噂
を
耳
に
し
た
清
河
・安
東
・山
陽
各
県
の
飢
民
が
集
ま
り
、

一
〇
月

中
旬
に
六
二
万
人
と
最
多
数
を
数
え
、
表

一
〇
の

一
一
月
中
旬
で
も
四
〇
万
人
と
相
当
数
の
飢
民
が
収
容
さ
れ
て

い
た
。
表

一
〇
よ
り
、
清
江
浦
の
留
養
廠
で
は
、
最
小

の
収
容
単
位
で
あ
る
廠

に
約
五
〇
〇

〇
人
が
収
容
さ
れ
、

か
な
り
の
大
規
模
な
施
設
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
難
民
と
な

っ
た
飢
民
各
戸
の
平
均

口
数
は
五
人
、
成

人
が
七
割
で
小
人
が
三
割
と
な
り
、
夫
婦
と
子
供
及
び
老
人
か
ら
な
る
小
家
族
で
難
を
逃
れ

て
来
た
と
察
せ
ら
れ

る
。
清
江
浦
の
留
養
廠
で
実
際
に
給
付
さ
れ
た
日
給
額
は
、
大
人
が
三
五
文
、

一
五
歳
最
以
下
の
子
供
が
二
〇
文

で
あ
り
、
収
容
者
は
そ

の
銭

で
随
意
に
燃
料
や
麦
を
購
入
し
、
各
自
が
食
物
を
調
理
し
て
い
た
が
、
物
価
高
騰
で

十
分
な
食
物
が
入
手
で
き
な
か
っ
た

(聾
。
先
述

の
よ
う
に
、
燃
料
や
糧
価
は
急
騰
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
四
〇
万

か
ら
六
〇
万
人
の
難
民
が
押
し
寄
せ
、
需
要
が
急
激
に
高
ま

っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
清
江
浦
簿
賑
総
局
は

鎮
江
・蕪
湖
・裏
下
河
等
で
委
員
に
よ
る
米
穀
採
買
に
着
手
し
た

。

鎮
江
の
留
養
廠
は

一
〇
月
二
五
日
の
二
万
二
千
九
百
九
十
人
が
最
多
で
あ

っ
た
。
表

一
一
は
最
多
時
よ
り
も

一

万
人
ほ
ど
少
な

い
時
の
施
粥
数
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
廠

で
一
日
平
均
五
五
〇
〇

人
が
粥
の
炊
き
出
し

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
留
養
の
費
用
は
巨
額
な
も
の
と
な
ろ
う
。
揚
州

の
留
養
廠
は

一
〇

月
初
の
五
万
人
が
最

多
で
あ

っ
た

。
官
方
に
と

っ
て
は
、
最
大
の
収
容
者
を
抱
え
る
清
江
浦

の
留
養
廠
で
騒
擾
を
発
生
さ
せ
ず
治
安

を
維
持
し
つ
つ
、
難
民
を
無
事
帰
郷
さ
せ
る
こ
と
が
、
江
北
飢
饉

対
策

の
最
初
の
鍵
と
な
る
課
題
で
あ

っ
た
。

一
一
月
初
旬
、
両
江
総
督
端
方
は
原
籍
地
で
年
内

の
冬
賑
と
新
年
の
春
賑
を
行
う
の
で
、
難
民
に
対
し
て
外
地

に
留
ま
る
こ
と
な
く
帰
郷
す
る
よ
う
に
曉
諭
せ
よ
、
と
道
府
州
県
に
指
示
し
た

。
し
か
し
、
江
北
各
州
県
で
は

書
差
・保
長
が
賑
款
を
私
領
し
、
忙
漕
と
そ
の
旧
欠
を
徴
収
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
在
郷
者

は
賑
憧
を
受
け
ら
れ

ず
、
そ
れ
を
聞
き
知

っ
た
在
外
の
難
民
は
帰
郷
を
拒
否
し
た
。
両
江
総
督
は
曉
諭
し
、
厳
し
く
不
正
と
漕
糧
の
徴

集
を
禁
止
し
た
。
清
江
浦
の
資
遣
局
で
は
当
初
需
索
を
嫌

い
、
飢
民
は
な
か
な
か
帰
郷
の
途

に
つ
こ
う
と
し
な
か

っ
た
。
官
方
は
帰
郷
に
対
す
る
執
照
・護
照
・路
費
を
給
付
し
、
帰
郷
促
進
を
は
か

っ
た
。
帰
郷
を
望
む
飢
民
は
廠



九
月
よ
り
飢
民
が
四
散
し
凶
作
が
深
刻
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
江
北
各
州
県
の
地
方
官
は
放
銭
・放
糧
・
平
糶
・免
租
等

の
諸
救
荒
策
を
講

じ
た
が
効
果
は
な
か

っ
た
。
常
平
倉

(州
県
)
・社
倉

(郷
村
)
・義
倉
(市
鎮
)
の
各
賑
済
倉

の
積
穀
は
財
政
不
足
で
他
に
流
用
さ
れ
、
金
銭
・積

穀
と
も
に
な
く
、
こ
れ
が
救
荒
を
困
難
に
さ
せ
た
。
徐
州
府
・阜
寧
県
・清
河
県
で
は
、
官
穀
と
商
穀
の
平
糶
が
実
施
さ
れ
た
が
、
急
騰
し
た

糧
価
は
下
落
せ
ず
、
署
准
揚
海
道
・知
県
等
は
革
職
さ
れ
た

。
飢
民
に
は
年
内
に
冬
賑
と
し
て
大
人
毎
人

一
〇
〇
〇
文
、
小
人
五
〇
〇
文

(2
)
官
義
並
賑
か
ら
官
義
合
賑
へ

切
り
抜
け
た
の
で
あ
る
。
鎮
江
は
光
緒
三
三
年

一
月
末
に
回
籍
が
完
了
す
る
見
込
み
で
あ

っ
た

。
揚
州
で
は
、
飢
民
は
回
籍
を
望
ま
ず
、

光
緒
三
三
年

一
月
二
～
六
日
に
暴
動
を
お
こ
し
た
が

、

一
月
二
七
日
に
回
籍
が
完
了
し
た

。

内
の
委
員
に
申
請

し
、
簿
賑
総
局
よ
り
護
照
と
執
照

の
給
付
を
受
け
、
そ

れ
ら
を
資
遣
局
に
持
参
し
て
路
費
を
受
領
し
郷
里

へ
と
向
か

っ
た
。
『
江
北

飢
饒

調
査
報
告
書
』
に
収
録
さ
れ
た
雛
形
を
参
照
す
る
と
、
執
照
は
簿
賑

総
局

が
飢
民

↓
家

の
帰
郷
を
許
可
す
る
証
明
書
で
あ
り
、
護
照
は
給
付
す

る
路
費

の
金
額
等
が
記
載
さ
れ
た
給
付
証
で
あ
り
、
と
も
に
戸
名
と
口
数

の
み
を
手
書
き
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る

。

こ
う
い
っ
た
措
置
が
よ
う
や
く
功
を
奏
し
始
め
、

一
一
月
に
は
清
江
浦

へ
飢
民
の
南
下
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
同
月
初
旬
よ
り
難
民
は
漸
次

帰
郷
し
、
下
旬
に
は
留
養
廠

の
難
民
数
は
三
〇
万
人
に
減
少
し
た

。

一

二
月

一
日
、
清
江
浦

の
留
養
廠
は
資
遣
が
完
了
し
、
帰
郷
者

の
合
計
は
四

十

一
万
三
千
七
百
余
人
に
達
し
た
。
清
江
浦
留
養
廠
よ
り
帰
郷
の
様
子
は
、

「近
日
天
気
晴
暖
、
銭
ヲ
領
シ
照
ヲ
領
シ
テ
各
故
郷

二
帰

ル
ノ
状
、
皆
嬉

々

欣
然

タ
ラ
ザ

ル
無
シ

」
で
あ
り
、
官
方

の
救
荒
政
策
は
第

一
の
関
門
を

表11.光 緒32年 鎮 江留 養廠 の施粥 実態

廠名 日付 使用鍋数 米穀(石)施 粥者数
10月20日

10月25日

10月30日

11月50旧 廠

11月lo日

11月15日

11月20日

11月25日

20

30

30

30

30

34

34

34

10

15

15

16,2

17.82

18.36

18.36

1836

4,153

4,740

4,995

4,415

4,876

5,527

5,893

5,930

10月21日

10月25日

10月30日

11月1日

11月5日西 廠

11月10口

11月11B

l1月 ユ5日

ll月20日

11月25日

6

20

24

30

33

31

31

34

36

42

3

10

12

15

17,82

1674

16.74

18.3

1944

2268

1,144

3,156

4,597

4,686

4,271

4,956

5,181

6,083

6,804

7,047

大会館廠

11月5日

11月10日

ll月15日

11月20日

11月250

30

40

50

60

66

162

21.6

27

32

356

5,424

5,908

8,342

8,854

10,013

総 計
一日平均

775

33.7

4ユ322126J995

18.05,521.5

※ 江北飢饉調査報告書』第4章 第1節より作成。



が
給
付
さ
れ
、
新
年
に
も
春
賑
と
し
て
同
額
が
給
付
さ
れ
る
計
画
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
清
河
県
の
放
賑
局
で
は
資
金

が
不
足
し
、
予
定
通

り
に
放
銭

・放
糧
を
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
あ
る
州
県
で
は
大

口
四
〇
文
、
小
口
二
〇
文
の
給
付
し
か
な
さ
れ
な
か

っ
た
。
救
荒
を
担
当
す
る
委
員
や
書
役
の
賑
務
資
金
の
着
服
・需
索
も
、
事
態
を
好
転
さ
せ
な
い
要
因
で
あ

っ
た
。
賑
糧
の
搬
送
は
麓
金
が

免
除
さ
れ
た
が
、
各
地
の
螢
金
局
で
は
通
行
手
数
料
を
徴
集
さ
れ
、
さ
ら
に
河
川
と
運
河
は
渇
水
期
で
あ

っ
た
た
め
、
賑
糧

の
搬
送
は
遅
滞

し
た

。

地
方
官
府
が
実
施
す
る
官
賑
は
全
く
成
功
せ
ず
、
事
態
は
深
刻
に
な
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
べ
く
、

早
く
も
七
月
に
端
方

の
前
任
両
江
総
督
で
あ
る
周
酸
は
、
商
約
大
臣
と
し
て
上
海
に
滞
在
し
、
外
国
と
の
借
款
交
渉
に
あ
た

っ
て
い
た
盛
宣
懐
と
呂
海
簑
に
電
報

を
送

り
、
善
士
に
よ
る
義
賑
の
組
織
を
要
請
し
、
官
方

の
不
足
を
補
お
う
と
し
た

。
盛
宣
懐
と
呂
海
簑
は
応
じ
、
唐
錫
晋
・劉
康
退
・柳

逞
等

の
「義
振
の
熟
手
」を
徐
州
府
と
海
州
に
派
遣
し
賑
済
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
と
し
た

。

一
〇
月
、
盛
宣
懐
は
銀

六
万
両
(銅
元

一
〇
万

二
千
串
)
も
出
資
し
、
四
人
の
義
紳

(義
賑
紳
士
)
が
郵
州
・宿
遷
・唯
寧
・安
東
に
て
救
済
を
実
行
し
た

。

義
紳
と
は
ど
の
よ
う
な
階
層
で
あ
ろ
う
か
。
盛
宣
懐
は
江
北
水
害
に
対
し
て
上
海

の
紳
商
が
銀

一
二
万
両
を
拠
出
す
る
と
と
も
に
、
義
紳

唐
錫
晋
等
八
人
を
公
挙
し
、
徐
州
・准
安
・揚
州
・鎮
江

へ
赴
き
、
極
貧
に
銅
銭
一

○
0
0
文
を
散
放
し
、
二
〇
万
の
人
命
を
救

っ
た
と
し
て

い
る

.憩
。
こ
れ
よ
り
、
義
紳
と
は
上
海

の
紳
商
層
で
あ
る
。
『
江
北
飢
饒
調
査
報
告
書
』
第
四
章
第
三
節
は
義
紳
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

述
し
て

い
る
。

又
支
那
各
地

ニ
ハ
紳
士
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
平
時
其
郷
中
ノ
富
祐
ナ
ル
者

ニ
シ
テ
、
且
名
望
ア
リ
勢
力
ア
ル
モ
ノ
ヲ
云
ヒ
、

一
名
之
ヲ
紳

董

或
郷
紳
ト
称
ス
、
而

シ
テ
若
シ
事
ア
ル
時

二
当
タ
リ

ハ
、
其
財
ヲ
惜
シ
マ
ズ
、
人
民
ノ
為

二
奔
走

ス
ル
モ
ノ
多

ク
、
官
ト
モ
連
結
ア

ル
ヲ
常
ト
ス
ガ
故

二
当
局
者
ト
合
同
シ
テ
適
宜
ノ
法
ヲ
取
ル
ヲ
通
例
ト
ス
、
之
ヲ
義
紳
ト
云
フ
、
彼
等

ハ
官
ト
合

同
セ
ズ
シ
テ
表
名
又

ハ
匿
名
ヲ
以
テ
窮
民
ノ
救
済
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
モ
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
故

二
此
次
ノ
飢
饉

二
対
シ
テ
、
彼
等
ガ
周
旋
頗
ル
カ
メ
シ
バ
亦
明
白
ノ
事

実

ナ
リ
、

義
紳
と
は
財
力
を
有
し
名
望
家
で
あ
る
紳
士

(紳
董
・郷
紳
)
で
、
飢
饉

等
の
非
常
時
に
窮
民
救
済

の
た
め
に
私
財
を
投
げ
打
ち
尽
力
す
る
者

の
呼
称

で
あ
る
。
通
常
に
お
い
て
義
紳
は
官
方
と
連
携
す
る
が
、
官
方
と
の
連
携
は
義
紳
と
し
て
絶
対
に
必
要
な
要
件

で
は
な
い
。

義
紳

の

一
人
で
あ
る
唐
錫
晋
は

『簿
辮
秦
湘
准
義
振
徴
信
録
』
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
光
緒
二
六
(
一
九
〇
〇
)
年
、
彼
は



京
江

の
厳
佑
之
が
諭
旨
を
奉
じ
て
陳
西
の
旱
害
救
済
に
赴

い
た
時
、
義
掲
を
集
め
て
同
行
し
た
。
光
緒
三
二
年
五
月
、
唐
は
官
方
の
要
請
に

応
え
て
湖
南
の
水
害
救
済
に
向
か

っ
た
。
湖
南
賑
済
が
終
了
し
よ
う
と
し
た
七
月
、
盛
宣
懐
か
ら
上
海
に
帰
還
す
る
よ
う
に
と
の
電
報
が
届

い
た
。

彼
は
上
海
で
両
江
総
督
端
方
と
盛
宣
懐
か
ら
江
北
賑
済
を
要
請
さ
れ
、
湖
南
で
採
購
し
た
米
穀
を
携
え
て
清
江
浦
に
赴
い
た
。
新
任

の
署
准
揚
海
道
楊
文
鼎
は
唐
が
光
緒
二
四
(
一
八
九
八
)
～
二
五
(
一
八
九
九
)年
に
安
東
県
で
賑
済
を
行
い
、
安
東
県
の
飢
民
が
そ
の
旧
恵
を

追
慕
し

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
碓
寧
県
賑
済
の
任
務
を
変
更
し
、
清
江
浦
留
養
廠
の
安
東
籍
飢
民
八
万
人
の
資
遣
回

籍
と
該
県
で
の
査
賑
を
担
当
さ
せ
る
よ
う
、
両
江
総
督
と
盛
宣
懐
に
要
請
し
た
。
こ
れ
は
認
め
ら
れ
、
唐
は
安
東
県
に
て
冬
賑
と
春
賑
に
従

事
し
た
。
唐
は
遅
く
と
も
光
緒
二
四
年
よ
り
各
地
で
賑
済
を
実
施
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
「義
振
の
熟
手
」と
称
せ
ら
れ
る
に
相
応
し
い
人
物

で
あ
る
。

ま
た
、
『
簿
辮
秦
湘
准
義
振
徴
信
録
』
巻

一
一
に
は
、
「簿
辮
秦
湘
准
義
振
任
労
諸
人
姓
氏
録
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
唐
錫
晋
と
と
も
に

陳
西

・湖
南

・江
北

で
の
義
賑
に
参
与
し
た
義
紳
六
七
名
の
籍
慣
・活
動
地
・職
称
・費
用
負
担
が
記
さ
れ
、
義
紳

の

一
端
を
知
り
得
る
。
六
七

名
中
、
江
蘇
出
身
の
者
が
六
〇
名
と
最
も
多
く
、
そ
の
内
、
安
東
県
出
身
が
三
三
名
、
無
錫
県
出
身
が

一
四
名
で
あ
る
。
安
東
県
出
身
者
が

最
多

で
あ
る
理
由
は
、
唐
錫
晋

の
義
賑
実
施
地
が
安
東
県
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
江
北

の
義
賑
に
参
加
し
た
者
は
五
六
名
と
三
地
域
中
最

多
で
あ

り
、
そ
の
内
八
人
が
湖
南
で
も
義
賑
に
参
加
し
た
経
験
を
有
す
る
。
六
七
名
の
職
称
は
茂
才
(生
員
)
が

一
六

人
、
二
尹

(県
丞
か
府

同
知
)
が

一
二
人
、
上
舎

(
一
般
読
書
人
)
が

一
一
人
、
大
令

(県
官
)
が
八
名
で
あ
る
。
三
地
の
義
賑
活
動
の
旅
費
と
活
動
費
を
自
分
で
用
意

し
た
者

(自
備
)
は
二
四
人
、
唐
錫
晋
に
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
っ
た
者

(代
備
)
は
四
三
名
で
あ
る
。
江
北
の
義
賑
に
限
る
と
、
自
備
は

一
六
名

(内
安

東
県
出
身
者
三
名
)、
代
備
は
四
〇
名
(内
安
東
県
出
身
者
三
〇
名
)
と
、
六
割
か
ら
七
割
が
唐

の
資
金
援
助
を
受

け
て
い
る
。
特
に
安

東
県
出
身
者
の
代
備
比
率
は
高
く
、
該
県
で
の
義
賑
を
実
行
可
能
と
し
た
の
は
唐
錫
晋
の
力
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
唐
個
人
の
財
力

で
は
な
く
、
上
海
紳
商
の
義
掲
金
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

光
緒
三
二
年

一
〇
月
末
、
呂
海
簑
と
盛
宣
懐
に
対
し
て
、
海
州

の
義
紳
宋
治
基
は
官
賑
と
義
賑
の
同
時
実
施
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指

摘
す

る
。
官
賑
は
郷
董
と
地
保
が
戸
口
を
調
査
し
て
造
冊
し
州
に
送
り
、
そ
の
後
に
放
賑
す
る
句
灘
辮
法
で
あ
る
が
、
義
賑
は
司
事
が

一
戸

一
戸
自

ら
調
べ
、
極
貧
に
給
票
す
る
。
両
者

の
章
程
は
異
な
り
、
同
時
に
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
義
賑
は
官
賑
完
了
後
に
補
足

的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
時
間
が
か
か
り
費
用
調
達
が
容
易
で
な

い
。
盛
宣
懐
は
両
江
総
督
端
方
に
対
し
て
、
官
賑
の
造
冊
と
放
賑
に
時
間
が



か
か
る
煩
雑
さ
、
及
び
賑
糧
の
二
重
受
領
・郷
董
・保
正
の
中
飽
を
あ
げ
、
新
た
な
方
策
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
、
義
賑

の
辮
法
を
主
に
官
賑

を
義
賑

に
帰
し
統

一
し
て
賑
済
を
行
う
官
義
合

一
の
方
法
で
あ
る
。
賑
済
は
義
賑
章
程
に
基
づ
き
、
義
紳
が
責
任
者
と
な

っ
て
実
施
し
、
官

方
の
委

員
は
放
賑
を
監
督
し
、
奏
鎗

(経
費
報
告
)
は
官
義
別

々
で
作
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

。
署
准
揚
海
道
楊
文
鼎
も
、
盛
宣

懐
に
対

し
て
官
義
両
賑
の
統

一
を
主
張
し
て
い
る
。
盛
宣
懐
は
両
江
総
督
端
方
に
建
議
し
た
。
す
な
わ
ち
、
官
賑
で
は
放
賑
ま
で
の
待
ち
時

間
が
長

い
た
め
、
餓
死
者
と
流
亡
者
が
出
て
し
ま
う
。
義
賑
の
よ
う
に
、
放
銭
数
を
先
に
定
め
、
ま
ず
極
貧
に
毎

口

一
〇
〇
〇
文
を
給
し
、

次
い
で
随
時
戸
口
を
調
査
し
、
随
時
放
賑
し
て
こ
そ
、
人
命
を
救

い
流
亡
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と

諺
。

一
一
月
五
日
と
七
日
、
盛
宣
懐
は
こ
れ
ら
賑
務
現
場
か
ら
の
建
議
を
受
け
、
両
江
総
督
端
方
に
「官
義
両
賑
合
辮
章
程
」
全

一
八
条
を
提
案

し
た

。

こ
の
章
程
は
江
北
賑
済

の
「金
科
玉
律
」
と
評
さ
れ
て
い
る

。
た
だ
し
、
清
江
浦
か
ら
の
資
遣
回
籍
に
関
す
る
第
七
条
か
ら
第

十

一
条

は
、
署
准
揚
海
道
楊
文
鼎
に
実
態
に
即
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り

、
こ
の
関
連
部
分
を
除
き
官
義
合
賑
の
組
織
・放
賑
対

象
と
方
法
に
重
点
を
置
き
議
論
を
す
す
め
る
。

第

一
に
官
義
合
辮

の
組
織
に

つ
い
て
考
察
し
た
い

。
総
董

(義
賑
総
董
)
と
委
員
各

二

人
が
銅
山
・郵
州
・宿
遷

・唯
寧
・薫

・海
州
・沐

陽
・積

楡
・山
陽
・安
東
・桃
源
の

一
一
州
県
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
総
董
は
戸
口
調
査
と
発
票
を
行
い
、
委
員
は
票
の
回
収
と
銅
銭

給
付
を
担
当
し
た
(第

一
条
)
。
委
員
は
江
寧
省
城
で
選
抜
さ
れ
、
銅
銭
を
運
搬
し
て
江
北
に
赴
き
(第

一
七
条
)、
四
郷
で
分
局
を
設
け
票
を

点
検
し
た
後
に
銅
銭
を
給
付
し
、
銅
銭

の
運
搬
も
管
理
し
た
。
ま
た
、
総
董
と
委
員
の
下
に
司
事
を
配
置
し
た

(第
一
三

条
)
。
委
員
が
南
京

か
ら
派
遣
さ
れ
る
の
は
、
銭
価
高
騰
を
防
止
す
る
た
め
に
江
北
で
は
調
達
せ
ず
、
江
寧
幣
局
で
鋳
銭
し
清
江
転
運
局

へ
運
び
、
そ
こ
か
ら
各

州
県

へ
再
運
搬
す
る
と
計
画
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(第

一
二
条
)。

第
二
に
賑
済
対
象
の
認
定
と
給
付
す
る
銅
銭
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る

。
官
義
両
賑
合
辮
章
程
第

二
条
で
は
、

被
災
地

は
広
大
で
災
民
も
多
い
の
で
、
極
貧

の
み
を
対
象
と
し
、
次
貧
は
給
付
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
極
貧
は
大

口
に

一
〇
〇
〇
文
、
小

口
は
五
〇
〇
文
を
給
付
し
、

口
数
が
少
な
く
て
も
病
人
を
抱
え
、

一
〇
〇
〇
文
で
は
不
足
す
る
家
は
家
情
に
応
じ
て
増

給
す
る
。
票
は
口
数

の
み
を
記
し
、
給
銭
数
は
不
記
と
し
た
。
第

二
条
の
規
定
は
原
籍
地
に
留
ま

っ
た
災
民
に
対
す
る
辮
法
で
あ
り
、
外
地
か
ら
帰
郷
し
た
災
民

に
は
補

賑
と
し
て
極
貧
は
一
○
○
○
文
、
次
貧
も
給
銭
の
対
象
と
さ
れ
、
五
〇
〇
文
が
給
付
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た

(第
八
条
)
。

第
三
に
放
銭

の
回
数
と
具
体
的
手
続
き
等
に

つ
い
て
論
じ
た
い

。
放
銭
は
二
箇
月
に

一
度
、
官
冬
賑
・義
賑
・官
春

賑
の
計
三
回
行
う
(第



三
条
)
。
賑
票
は
官
義
統

一
と
し
、
賑
銭
は
官
義
を
問
わ
ず
、
到
着
し
た
も
の
か
ら
直
ち
に
放
銭
す
る
こ
と
と
し
た
(第
六
条
)。
初
賑
完
了

後
に
使
用
済
み
の
賑
票

(旧
票
)
は
回
収
す
る
。
賑
済
実
施
の
噂
を
聞

い
て
帰
郷
し
た
者
は
再
度
調
査
し
て
新
票
を
発
給
す
る
。
旧
票
は
二
箇

月
の
間

に
第
二
～
三
回
用
の
底
冊
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
次
回
以
降

の
放
銭
に
備
え
る
(第
四
条
)。
銅
銭
は
州
県
城
で
は
な
く
四
郷
ま
で
運
搬

し
て
適
宜
給
付
し
、

一
村
の
放
銭
が
完
了
す
る
と
、
三
～
五
日
後
に
某
鎮
に
赴
く
と
事
前
に
周
知
す
る
。
放
銭
地
か
ら

二
〇
～
三
〇
里
離
れ

た
遠

い
地
方

の
老
弱
で
往
復
に

一
日
か
か
る
者
に
は
、
往
復
の
路
費
を
支
給
す
る
(第
五
条
)。
ま
た
、
賞
罰
に
関
す
る

一
条
も
あ
り
、
賑
款

を
侵
呑
し
た
者
は
処
罰
さ
れ
、
辮
理
不
善
の
者
は
随
時
更
迭
さ
れ
、
貢
献
の
大
き
い
者
は
奨
励
す
る
こ
と
と
し
た

(
一
八
条
)。

盛
宣
懐
は
義
紳
を
派
遣
し
た
の
み
で
は
な
く
、
銭

一
〇
〇
万
串
を
も
寄
付
し
、
全
面
的
に
江
北
賑
務
を
支
え
た
。
官
義
両
賑
合
辮
章
程
の

策
定
は
救
荒
政
策

の
総
仕
上
げ
で
あ
り
、
官
方
の
賑
済
資
金
を
義
賑
に
交
付
し
て
義
賑
の
辮
法
で
放
賑
し
、
官
賑
に
お
い
て
常
見
さ
れ
る
書

吏
や
保
長
の
需
索
と
不
正
を
排
除
し
、
放
賑
を
公
正
か

つ
迅
速
に
実
施
す
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る

。
官
賑
は
義
賑
に
よ

っ
て
、
そ

れ
ま

で
の
方
法
を
否
定
さ
れ
代
替
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
一
月
以
降
、
江
北

の
賑
務
は
義
紳

の
活
躍
に
よ
り
軌
道
に
乗
り
始
め
た

。

こ
れ
は
官
義
両
賑
合
辮
章
程
が
大

き
な
効
力
を
も
た
ら

し
、
冬
賑
が
着
実
に
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
冬
賑
の
対
象
と
な

っ
た
災
民
は
、
原
査
災
民

一
五
〇
～

一
六
〇
万
・清
江
か
ら
の
帰
郷
者
四

〇
～
五
〇
万
・補
賑
者
二
〇
～
三
〇
万
、
合
計
二
四
〇
～
二
五
〇
万
人
で
あ
り
、
極
貧
に
冬
賑
銭

一
〇
〇
〇
文
、
次
貧
に
五
〇
〇
文
が
給
付

さ
れ
た
。
官
義
合
辮
以
後
、
義
紳
が
放
銭
を
行
い
、
官
方
が
そ
れ
を
監
視
し
、
各
地
で
の
賑
済
は
順
調
に
進
展
し
た

藝
。
賑
務
は
両
江
総

督
端
方
と
盛
宣
懐
・呂
海
簑
と
が
電
文
に
て
連
絡
を
取
り

つ
つ
進
め
ら
れ
、
光
緒
三
三
年
正
月
に
冬
賑
が
終
了
し
、
官
義
で
合
計
二
〇
〇
万

串
の
銅
銭
が
給
付
さ
れ
た

(磐
。
次
い
で
、
正
月
よ
り
春
賑
が
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
両
江
総
督
端
方
は
盛
宣

懐
と
呂
海
簑
に
碓
寧
・

桃
源

・沐
陽
の
力
量
不
足
で
任
に
不
適
な
義
紳

の
交
替
を
要
請
し
た
。

こ
れ
は
盛
宣
懐
が
義
紳
の
人
事
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
春
賑
は
官
義
合
計
で
銅
銭
三
〇
〇
万
両
を
放
銭
し
、
春
に
次
貧
か
ら
極
貧
に
転
じ
た
者
や
各
地
か
ら
回
籍

し
た
者

の
た
め
、
賑

銭
は
冬
賑
よ
り
も

一
〇
〇
万
銭
増
加
し
た

。

先
述
し
た
よ
う
に
大
水
害
の
た
め
、
糧
食
や
燃
料
を
は
じ
め
と
し
て
江
北
の
諸
物
価
は
高
騰
し
て
い
た
。
災
民
に
給
銭
し
た
と
し
て
も
、

物
価
高
で
主
穀
が
購
入
で
き
な
い
な
ら
、
そ
の
効
果
は
著
し
く
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
官
義
両
賑
合
辮
章
程
第

一
四
条

は
糧
食

の
採
買
と
平
糶
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
官
方
は
採
買
を
行
い
、
各
地
で
平
糶

を
実
施
す
る
。
災
民
が

賑
銭
で
平
糶

穀
を
入



手
し
、
支
払
わ
れ
た
賑
銭
は
再
度
放
銭
に
用
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

。
ま
た
、
第

一
五
条
で
は
民
間
の
主
穀
流
通
を
活
発
に
す
る
た

め
、
糧
食
運
送
は
螢
金
が
免
除
さ
れ
た
。
贅
金
免
除
の
護
照
は
通
例
で
は
督
撫
が
発
給
し
て
い
た
が
、
迅
速
化
の
た
め
両
淮

塩
運
使
・徐
州

道
・准
揚
海
道
が
計
三
〇
〇
張
を
発
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

。

こ
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
両
江
総
督
端
方
は
商
人
よ
り
資
金
を
集
め
て
委
員
採
買
を
行
い
、
蕪
湖
・鎮
江
で
米
数
十

万
石
を
購
入
し
、
災

区
に
分
配
し
て
平
糶
を
実
施
し
た
。
清
江
と
海
州
が
平
糶

穀
流
通
の
結
節
点
と
な

っ
た
。
付
近
の
省
か
ら
は
甘
薯
や
糠
栖
が
緊
急
用
に
購
入

さ
れ
、
奉
天
・山
東

・直
隷
か
ら
は
高
梁
・玉
米
・豆
餅
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
さ
ら
に
四
川
米
も
採
買
さ
れ
、
遠
く
は
貴
州

の
貴
陽
と
鎮
遠

一
帯

に
ま
で
委
員
が
派
遣
さ
れ
た
。
採
購
さ
れ
た
米
穀
は
平
糶

局
で
減
価
販
売
さ
れ
、
飢
民
の
飢
え
を
凌
ぐ
と
と
も
に
、
商
店
の
拾
価
を
防
止
し
た

。

盛
宣
懐
と
呂
海
簑
は
採
買
に
も
十
数
万
両
を
掲
款
し
、
義
紳
を
奉
天
と
山
東
に
派
遣
し
、
雑
糧
が
海
路
よ
り
海
州
に
運
び
込
ま
れ
平
糶

に
供
さ
れ

た

。

以
工
代
賑
も
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
官
府
が
土
木
事
業
を
お
こ
し
、
災
民
を
臨
時

の
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
賑
位
に
代
え
る
政
策
で
あ
る
。

両
江
総
督
端
方
は
、
以
工
代
賑
は
災
民
を
行
き
倒
れ
さ
せ
ず
、
か

つ
将
来
の
災
害
の
原
因
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

一
挙
両
得
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
。
そ
こ
で
委
員
と
義
紳
を
派
遣
し
て
災
民
を
集
め
、
河
川
改
修
や
城
壁
・橋
梁
・道
路
の
修
築
を
実
施

し
、
冬
春
賑
の
不
足

を
補

っ
た

。
『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第
四
章
第

一
節
に
よ
れ
ば
、
一
二

月
中
旬
よ
り
宿
遷
県
下
流
・便
民
河

・揚
州
東
関
・高
郵
-
宝

応
問
河
道

の
凌
漢
と
高
郵
付
近

の
堤
防
重
修
が
起
工
さ
れ
、
費
用

一
二
万
両
、
八
〇
日
間
で
二
万
人
の
災
民
が
従
事
す
る
見
積
で
あ

っ
た
。

そ

の
他
、
清
河
・沐
陽
・海
州
・積
楡
・桃
源
の
各
州
県
で
は
、
春
麦
の
収
穫
ま
で
官
穀

の
施
粥
・綿
衣

の
給
付
・質
草
と
な

っ
て
い
た
牛
の
返

還
・穀
種

の
散
布
・医
薬
の
施
し
・典
商

へ
の
利
息
減
免
通
達
等
が
実
施
さ
れ
た
。
徐
州
府
下
で
は
、
幼
児

一
万
余
人
を
収
養
し
、
家
族
の
あ

る
者
は
家
族
に
引
き
取
ら
せ
、
家
族
な
き
者
は
留
養
し
た
。
さ
ら
に
、
徐
州
道
台
は
孤
寒
学
堂
と
窮
民
習
芸
所
を
開
設
し
、
清
江
で
は
学
芸

所
が
設
立
さ
れ
、
孤
児
を
収
容
し
て
教
育
を
受
け
さ
せ
た

。

光
緒
三
三
年
五
月
、
前
年
九
月
よ
り
実
施
さ
れ
た

一
連
の
工
賑
(工
程
と
賑
済
)
は
全
て
終
了
し
た

。
工
賑
に
参
与
し
た
紳
士
は
二
〇

〇
人
を
下
ら
ず

、
道
台
・知
府
以
外
に
動
員
さ
れ
た
文
武
員
弁
は
六
〇
〇
～
七
〇
〇
名
の
多
数
に
達
し
た

。
両
江
総
督
端
方
は
功
績

に
応
じ
て
義
紳
と
官
員
を
表
彰
す
る
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。



表12.救 荒資金の概算収入 内訳(部 分)

〈銀両(万 両)〉

恩賞銀
漕折銀
広西溢収官損銀

各省協助銀

揚州商捐銀
運庫撲借銀

督撫司道江北春賑損款
華洋義賑会掲款
盛宣懐・呂海簑損款

小計

20

30

60

10

10

30

60

125

10

355

〈銅 銭(万 串)〉

徐海准各属積穀銭

各処紳商絹集銭
義紳認簿銭

小計

(銀両換算)

20

10

100

130

(83,870両)

銀両 総計(両) 3633870

※ 『端 忠敏公奏稿』巻7-36・63、 巻9-17・47よ り作成、銀換算 は表6の11月 中旬1550文 〆両 より算出,

表13.留 養 ・資遣 ・冬春賑 の収 支 と賑済災民数

収入

恩賞部款指借銀各項(両)

義賑掲款(1000文)

3,874,260

952,170

支出と賑済災民数

銀両 分(両)

銅銭 分(1000文)

銀換 算支 出合計(両)

余剰 銀(両)

各州 県冊報大小 口賑済 災民数(入)

546,482

6,087,974

3,859,904

14,355

7,364,648

※ 『端忠敏公奏稿』 巻10継賑報錆摺(光 緒33年12月)よ り作成、銀の銭以下と銅銭の1000文 以下は切 り捨て。

表14.米 糧採 買の収 支(銀 立て)

収入

留養 ・資遣 ・冬春賑款 報錆清 単内 余剰銀14,355

各州 県積穀 存款 ・各絹款2,420,020

合計2,431,376

支出

糧価・折耗・転運等費
余剰

合計

2,305,959

128,417

2,434,376

※ 『端忠敏公奏稿』 巻11採 耕米糧報 鎗摺(光 緒34年3月)よ り作成、銀の銭以 下は切 り捨て:t

表15.以 工代 賑の収支(銀 立て)

収入

米糧採買清単内余剰銀

司局各庫と官商各銀行よりの借入
合計

128,417

1,557,926

1,686,343

支出
正雑経費 1,686,3↓1

※ 『端忠敏公 奏稿 』巻12振 款第三案報 錆摺(光 緒34年6月)よ り作成、銀の 銭以 ドは切 り捨 て、

表

一
二
は
救
荒
資
金

の
概
算
収
入
を
示
し
た

が
、
三
六
三
万
両
は
総
支

出
八
〇
〇
万
両

の
四

五
%
で
あ
る
が
、
そ
の
来
源
を
考
察
し
た
い
。

収
入

の
ほ
と
ん
ど
は
皇
帝

の
恩
賜
(恩
賞
銀
・漕

折
銀
)
・民
間
(揚
州
商
捐
銀

・華
洋
義
賑
会

・紳

商
と
義
紳
の
銅
銭
)
・官
僚
等
の
掲
款
に
よ

っ
て

賄
わ
れ
て
い
る
。
最
高
額

の
揖
款
は
華
洋
義
賑

会
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
水
害
と
救
荒

の
規
模
が
巨
大
す
ぎ
て
、
地
方
政
府
の
財
源
で

は
全
く
諸
事
業
を
行

い
得
な

い
こ
と
を
明
瞭
に

示
し
て
い
る
。
表
一
三

か

ら
表

一
五
は
救
荒
事

業
別
の
決
算
で
あ
り
、
支
出
の
合
計
は
約
八
〇

〇
万
両
と
な
り
、
そ

の
構
成
比
は
留
養
・資
遣

・

冬
春
賑
が
四
八
%
、
米
糧
採
買
が
三
〇
%
、
以

工
代
賑
が
二

一
%
と
な
る
。
冬
春
賑
に
預
か
つ

た
災
民
数
は
約
七
四
〇
万
人

(延
べ
)
で
あ
り
、

冬
賑
が
二
四
〇
～
二
五
〇

万
人
を
対
象
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
計
三
回
の
放
賑
を
受
け
た
人

数
と
し
て
は
妥
当
な
数
値

で
あ
ろ
う
。

こ
の
七

四
〇
万
人
は
推
定
人
口
の
八
五
%
に
相
当
し
、

(
3
)
救
荒
資
金
と
義
掲
活
動



た
。
表

一
六
よ
り
、
光
緒
三
二
年

一
一
月
か
ら

一
二
月
に
義
掲
広
告
が
数
多
く
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
官
義

の
合
賑
が
始
ま
り
、
冬
賑
が
実
施
さ
れ
た
時
期
と

一
致
し
、

官
義
合
賑
に
よ
り
義
絹
活
動
が
大
き
く
盛
り
上
が

っ
た

こ
と
を
示

し
て
い
る
。
表

一
七

は
広
告
主

の
内
訳
で
あ
る
が
、
上
海
総
商
会

・仁
済
堂
・華
洋
義
賑
会

・申
報
館
協
賑
所
で

計
一
三

〇
件
、
ほ
ぼ
同
数

の
広
告
を
出
し
て
お
り
、
こ
の
四
団
体
が
義
掲
活
動
に
お
い

て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

上
海
総
商
会
は
実
業
家
・紳
商
層

の
団
体
で
あ
る
。
仁
済
堂
は
正
式
に
は
濾
北
仁
済
堂

と
称
し
、
上
海

の
租
界
に
あ
る
善
堂
で
あ
る

。
仁
済
堂
は
水
旱
害
発
生
時
に
協
賑
公

所
を
設
け
、
直
隷
・陳
西
・河
北
・安
徽

・湖
北
・江
南

・江
北
で
義
賑

を
行
い
巨
額
の
掲
款

を
集
め

、
上
海
以
外
の
各
地
で
の
救
荒
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
協
賑
公
所
と
は
、

光
緒
四
(
一
八
七
七
)
年
五
月
に
経
元
善
が
中
心
と
な
り
紳
商
に
よ

り
設
立
さ
れ
、
華
北

大
旱
害
救
済
に
取
り
組
ん
だ
義
賑
組
織
で
あ
る
上
海
協
賑
公
所
を
指
す

。
申
報
館
協

賑
所
は

『
申
報
』
を
発
行
し
て
い
る
新
聞
社
内
に
設
け
ら
れ
た
、
上
海
協
賑
公
所

の

一

改
め
て
賑
務
規
模
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

両
江
総
督
端
方
は
、
最
低
で
も
二
〇
〇
万
両
の
救
荒
資
金
を
集
め
る
べ
く
義
掲
金
寄
付
を
各
界
に
求
め
た
。
端
方
は
賑
絹
七
項
の
さ
ら
な

る

一
年
延
長
を
決
め
、
冬
季
～
か
ら
賑
済
終
了
ま
で
の
問
、
両
江
総
督
・江
蘇
巡
撫
・江
寧
巡
撫
・安
徽
巡
撫

の
養
廉
銀
支
給
を
停
止
し
救
荒

資
金
に
充
当
し
た
。
ま
た
、

一
一
月
か
ら
三
月
ま
で
江
寧
各
局
委
員
に
俸
給
の

一
割
を
寄
付
さ
せ
、
紳
商
や
各
省
督
撫
に
も
措
款
を
要
請
し

た
。
こ
れ
に
応
え
盛
宣
懐
と
呂
海
簑
は
義
賑
銀

一
二
万
両
を
献
じ
た

。
さ
ら
に
、

一
一
月
に
両
江
総
督
は
救
荒
資
金
を
工
面
す
る
た
め
、

不
正
が
多
い
南
洋
彩
票
を
改
め
て
江
南
賑
据
公
益
彩
票
と
し
、
一

二
月
よ
り
販
売
す
る
こ
と
を
批
准
し
た

。

義
紳
唐
錫
晋
は
「呈
告
災

図
」
一
〇
〇
冊
を
用
意
し
、
上
海
知
県
に
義
措
呼
び
か
け
を
求
め
、
知
県
は

一
一
月
に
そ
の
旨
を
出
示
し
た

。
表

一
六
と
表

一
七
は
上
海

で
発
行
さ
れ
て
い
る

『
申
報
』
よ
り
、
江
北
飢
饒

へ
の
義
掲
広
告
全

一
五
五
件
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

の
多
く
は
各
団
体
が

受
け
付
け
た
義
絹
金
寄
付
者

一
覧
と
義
摘
金
額
を
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
義
指
金
の
寄
付
を
促
進
す
る
機
能
を
有
し
て
い

表16『 申報』 江 北飢饉 義 揖 等広 告件 数 の推 移

光緒32年

光緒33年

7月

8月

9月

10月

11H

l2月

1月

2月

3月

4

2

2

5

46

38

18

26

14

※ 『申 報 』 光 緒32年7月 一33年3月 よ り作 成 。

表17.『 申報』 の 江北 飢健 義 揖等 広 告 主一覧

上海 総商会総 理

仁 済堂

華 洋義賑 会

申報館協賑 所

江 南賑掲公 益彩票 総后

そ の他

35

33

32

30

7

18

※ 『申報 』 光 緒32年7月 一33年3月 よ り作 成 。



江
北
地
方
は
平
野
に
運
河
と
河
川
が
縦
横
に
流
れ
、
大
湖
が
散
在
す
る
沢
園
で
あ
る
が
、
長
年
の
沢
塞
に
よ
り
蓄
水
機
能
は
低
下
し
、
降

雨
に
よ

る
増
水
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
農
民
は
耕
地
を
所
有
し
な
い
佃
戸
層
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
り
、
搾
油
を
代
表
と
し
て

商
品
生
産
も
行
わ
れ
、
准
安
府
の
清
河
県
清
江
浦
が
商
品
流
通
の
中
心
で
あ

っ
た
。
米
穀
の
生
産
額
は
少
な
く
、
中
流
層
以
下
の
主
食
は
小

お

わ

り

に

翼
を
担
う
救
済
組
織
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

華
洋
義
賑
会
と
は
、
呂
海
簑
・盛
宣
懐
が
上
海
の
紳
士
と
英
国
人
リ
ト
ル
(
E
d
w
a
r
d
 
S
e
l
b
y
 
L
i
t
t
l
e

)
と
合
議
し
、
遅
く
と
も
光
緒
三
二
年

一
〇
月
ま
で
に
設
立
さ
れ
た
中
国
人
と
在
上
海
の
外
国
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
江
北
飢
饉

専
門
の
支
援
団
体
で
あ
り
、
外
国
人
は
各
国
領
事
を

通
じ

て
本
国
に
救
済
を
要
請
し
義
掲
金
を
募

っ
た

。
こ
の
華
洋
義
賑
会
は
、
川
井
悟

口

九
八
三
]
で
論
じ
ら
れ
た

一
九
二
〇
年
代
に
河

北

の
飢
饉
救
済
を
行

っ
た
同
名
の
団
体
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
。
華
洋
義
賑
会
が
光
緒
三
二
年
二
月
中
旬
ま
で
に
集
め
た
糧
食
援
助
用

の
義

掲
金
は
合
計
銀
七
十
九
万
八
千
二
百
四
十
三
両
、
そ
の
内
華
人
の
寄
付
は
二
万
余
両
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
は
外
国
人
・外
国
人
団
体
か
ら

の
義
掲
金
で
あ
る
。
国
別
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
四
十
七
万
五
千
六
百
二
十
四
両
で
最
多
で
あ
り
、
次
い
で
イ
ギ
リ
ス
が
多
く
、
華
洋
義
賑
会

は
実
質
的
に
は
外
国
人
の
義
掲
金
を
集
め
る
団
体
で
あ

っ
た

。
両
江
総
督
は
官
義
賑
の
不
足
を
補
助
し
た
と
し
て
、
華
洋
義
賑
会

の
外

国
人
十
数
人
を
表
彰

の
対
象
と
し
て
上
奏
し
て
い
る

。

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第
四
章
第
三
節
は
、
「外
国
人
ガ
飢
鐘

二
対

ス
ル
救
済
心
念

ハ
案
外
熱
心

ニ
シ
テ
、
此
ノ
間

二
奔
走
セ
ル
モ
ノ

モ
少
ナ

カ
ラ
ズ
」
と
記
し
て
い
る
。
就
中
、
ア
メ
リ
カ
は
江
北
飢
饉

救
済
に
特
に
熱
心
で
あ
り
、
大
統
領

ロ
ー
ズ
ヴ

ェ
ル
ト
は
宣
言
書
で
清

国
窮
民
救
済
の
義
掲
を
議
会
に
求
め
、
議
会
は
義
掲
金
の
拠
出
に
同
意
し
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
大
汽
船
会
社
は
救
援
物
資
を

一
定
額
ま

で
無
料

で
運
搬
す
る
と
表
明
し
た

。
日
本

の
一
二

五
の
個
人
と
会
社
は
指
冊

一
冊
を
そ
え
て
義
掲
金
日
本
円
二
〇
〇
〇
円
を
仁
済
堂
に

送
付

し
た

。
駐
奉
天
の
日
本
領
事
は
外
務
省
に
打
電
し
、
江
北
の
官
員
が
奉
天
で
採
買
し
た
糧
食
を
日
本

の
鉄
道
を
用
い
、
大
連
ま
で

運
搬
す
る
際
の
運
費
を
免
除
す
る
よ
う
に
求
め
、
ま
た
南
満
洲
鉄
道
総
理
に
対
し
て
も
、
大
連
か
ら
奉
天
ま
で
の
高
梁

一
万
担
分
の
車
費
を

免
除
す
る
よ
う
要
請
し
た

。



麦
・玉
米
・甘
薯
等

の
雑
糧
で
あ
り
、
搾
油
後
の
豆
餅
も
重
要
な
食
物
と
な

っ
て
い
た
。
光
緒
三
二
年
四
月
か
ら
七
月
、
江
北
地
方
は
激
し
い

連
雨

に
見
舞
わ
れ
、
大
規
模
な
水
害
が
発
生
し
た
。
被
害
は
運
河
沿
岸
部
と
海
岸
部
の
州
県
が
大
き
く
、
播
種
期
で
あ

っ
た
作
物
と
家
屋
及

び
家
畜

は
流
さ
れ
、
雑
糧
と
雑
糧
油
・豆
餅
・燃
料
が
高
騰
し
た
。
水
害
は
小
農
民
を
飢
餓

へ
と
追

い
立
て
、
子
女
放
棄
や

一
家
心
中
等
の
悲

惨
な
状
況
が
現
れ
、
徐
州
府
・海
州
・潅
安
府

の
飢
民
は
二
一

八
万
人
に
達
し
た
。
当
初
、
州
県
は
大
水
害
を
実
情
通
り

に
上
級
官
府
に
報
告

せ
ず
、
例
災
と
見
な
し
て
通
常
通
り
課
税
し
有
効
な
対
策
を
怠

っ
た
。
そ
の
た
め
八
月
以
降
、
飢
民
は
災
害
と
餓
死
か
ら
免
れ
る
べ
く
、
居

住
地
を
離
れ
て
逃
荒
難
民
と
な
り
、
豊
か
な
南
方
の
大
都
市

へ
の
移
動
を
始
め
た
。
ま
た
、
海
州
で
は
生
活
の
糧
を
失

っ
た
飢
民
は
匪
徒
に

身
を
投

じ
、
富
戸
か
ら
穀
物
を
掠
奪
す
る
槍
米
に
参
加
す
る
こ
と
で
生
存
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

清
江
浦
に
は
逃
荒
難
民
が
最
も
多
く
集
ま
り
、
最
多
時
に
は
六
二
万
人
に
の
ぼ

っ
た
。
官
方
は
数
十
万
の
飢
民
が
暴
動
を
起

こ
し
て
治
安

と
秩
序
を
乱
す
こ
と
を
最
も
警
戒
し
、
飢
民
の
南
下
を
許
さ
ず
、
各
地
に
留
養
廠
を
設
置
し
て

一
時
的
に
難
民
を
収
容

し
、
銭
糧
を
与
え
て

飢
え
を
凌
が
せ
る
戴
留
留
養
策
、
及
び
路
費
を
給
付
し
て
帰
郷
さ
せ
る
資
遣
回
籍
策
を
講
じ
た
。
最
大

の
収
容
者
を
抱
え
る
清
江
浦
は

一
二

月
初
め

に
難
民
の
帰
郷
が
完
了
し
た
。
留
養
と
回
籍
は
原
籍
地
で
の
放
賑
を
実
施
す
る
た
め
の
前
段
階
で
あ
り
、

一
連

の
救
荒
政
策

の
第

一

関
門

で
あ

っ
た
。
九
月
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
官
賑
は
財
源
不
足
の
た
め
成
功
せ
ず
、
両
江
総
督
は
官
賑
の
不
足
を
補
う
べ
く
、
盛
宣
懐
と

呂
海
簑

に
義
賑
を
要
請
し
た
。
上
海
か
ら
江
北
に
義
紳
が
派
遣
さ
れ
義
賑
が
開
始
さ
れ
た
が
、
官
賑
と
義
賑
の
同
時
実
施
は
非
効
率
的

で
効

果
が
あ
が
ら
な
か

っ
た
。

三

月
、
盛
宣
懐
は
自
ら
官
義
両
賑
合
辮
章
程
全

一
八
条
を
策
定
し
、
義
賑
の
方
法
を
主
と

し
て
官
賑
を
義
賑
に

統

一
し
、
迅
速
で
公
正
な
放
賑
が
実
行
さ
れ
た
。
官
義
合
賑
の
効
果
は
大
き
く
、

二

月
以
降
に
賑
務
は
順
調
に
実
行
さ
れ
、
五
月
の
賑
務

終
了
ま

で
に
七
四
〇
万
人
が
銅
銭
の
給
付
を
受
け
た
。
給
銭
と
並
行
し
て
主
穀

の
採
買
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
土
木
事
業

に
よ
り
災
民
を

一
時

的
に
雇
用
す
る
以
工
代
賑
も
行
わ
れ
た
。
救
荒
資
金
の
大
部
分
は
義
掲
金
に
よ

っ
て
賄
わ
れ
、
総
支
出
は
銀
八
〇
〇
万
両
で
あ

っ
た
。
義
掲

活
動

は
上
海
に
お
い
て
主
要
に
展
開
さ
れ
、
上
海
総
商
会
・濾
北
仁
済
堂
・華
洋
義
賑
会
・申
報
館
が
中
心
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
も
義

損
金
を
寄
付
し
賑
糧
運
搬
に
協
力
し
た
。

官
賑
と
義
賑
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
『
江
北
飢
饒
調
査
報
告
書
』
第
四
章
第
三
節
は
言
う
。

民
間
ノ
事
業
ト
シ
テ
、
単
独

二
救
済

二
従
事

シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
現
今

ニ
シ
テ
ハ
ナ
シ
、
而
シ

一
時
官
辮
ノ
留
養
所
開
ケ
ザ

ル
以
前

ニ
ハ
多
少
此
種

ノ
モ
ノ
ア
リ
シ
ガ
、
今
回
ノ
事
タ
ル
飢
民
ノ
数
甚
ダ
多
ク
シ
テ
、
到
底
紳
董
ノ
義
損
ヲ
以
テ
ナ
ル
民
間
ノ
事
業

ノ
ミ

ニ



(1
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』

第

一
章
第

二
節
。

(2
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告

書
』

第

一
章
第

二
節
第

三
款
。

(3
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告

書
』

第

一
章
第
三
節
。

(
4
)

『
江
北
飢
饉

調
査

報
告

書
』
第

二
章
第

一
節
。

(
5
)

『
江
北
飢
饉

調
査

報
告

書
』
第

一
章
第

四
節
。

(
6
)

『
江
北
飢
饉

調
査

報
告
書
』
第

一
章
第
七
節
。

(
7
)

『
江
北
飢
饉

調
査

報
告
書
』
第

一
章
第
六
節
。

(
8
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

二
章
第

三
節

。

註
シ
テ
ハ
、
力
及
バ
ザ

ル
ガ
タ
メ
ナ
リ

こ
れ

は
光
緒
三
二
年

一
〇
月
以
降
の
状
況
を
評
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
民
間

の
救
荒
活
動
た
る
義
賑
は
分
散
的
で
非
組
織
的
で
あ
り
、
災
害

・
飢
饉
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
義
賑

の
み
で
は
十
全
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
官
方
と
の
連
携
が
あ

っ
て
こ
そ
効
果
的
に
展
開
す

る
の
で
あ
る
。
江
北
賑
済
に
お
い
て
、
官
賑
と
義
賑
と
を
連
携
さ
せ
た
の
は
盛
宣
懐
で
あ

っ
た
。
彼
は
上
海
で
の
義
紳
の
選
抜
.江
北

へ
の

派
遣

・
不
適
任
者
の
交
替
、
官
義
両
賑
合
辮
章
程
の
策
定
、
救
荒
資
金

の
拠
出
、
賑
糧

の
採
買
、
華
洋
義
賑
会
の
設
立
、
両
江
総
督
と
の
諸

調
整
等
、
賑
務

の
全
過
程
を
主
導
し
た
。
盛
宣
懐
は
李
鴻
章
の
幕
下
と
し
て
洋
務
事
業
に
精
通
し
た
官
僚

.
実
業
家
と

し
て
著
名
で
あ
る
が
、

賑
済
事
業
に
も
度

々
関
与
し
て
い
た
。
彼
が
最
初
に
賑
務
に
携
わ

っ
た

の
は
、
同
治

一
〇
(
一
八
七
一
)
年
の
直
隷
水
害
救
済
で
あ
る
。
丁
戊

奇
荒
時

に
盛
は
上
海
協
振
公
所
の
董
事
と
し
て
名
を
連
ね
、
光
緒
四
(
一
八
七
八
)
年
四
月
に
自
ら
直
隷
の
被
災
地
を
訪
問
し
義
損
金
寄
付
を

呼
び

か
け
る
等

の
活
動
を
行
い
、
上
海

の
紳
商
層
と
知
己
が
多
か
っ
た
。
光
緒

二
四
(
一
八
九
八
)
年
の
徐
州
府
・准
安

府
・海
州

の
水
害
時
に

は
、

「熟
悉
放
振
人
員
」を
派
遣

し
て
救
済
に
あ
た
り
上
諭

に
て
表
彰
さ
れ
て
い
る

。
盛
宣
懐
の
救
荒
に
関
す
る
手
法
は
、
上
記

の
よ
う

な
経
験

か
ら
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
義
賑
を
主
と
し
て
官
賑
の
不
備
を
克
服
し
、
官
義
合
賑
を
推
進

で
き
た
の
で
あ
る
。



(
9
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

一
章
第
六
節
。

(
10
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

二
章

第

一
節
。

(
H
)

端
方

『
端
忠
敏
公
奏
稿
』
巻

八
、
江
北
工
賑
平
糶

辮

理
完
竣

摺
、
光
緒
三
三
年

四
月

湖

査
去
年
夏
秋
之
際
、

大
水
為
災
、
徐
海
潅
安

所
属
之
銅
山

・郵
州

・宿

遷
・薫

県

・唯
寧

・山
陽

・安
東

・
清
河

・桃
源

・阜
寧

・海
州

・
沐
陽

・積
楡
十
三

州

県
、

一
片
狂
洋
、
幾

同
沢
国
。

(
12
)

『
端
忠
敏

公
奏
稿
』
巻

七
、

准
北

災
重
款
産
摺
、
光
緒

三
二
年

一
〇
月

本

年
窪

濠
為
災
、
准
北
罹
患
之
酷
、
為

十
数
年
来
所
未
有
。

(
13
)

『
端
忠

敏
公
奏
稿
』
巻

七
、

査
明
水
勢
妥
簿
辮
法
摺
、

光
緒

三
二
年

=

一月

下
游
被

災
如
是
。
其
重
者

一
則
由
海
韓
各
海

口
多
被

激
塞

、
二
則
由
六
塘
河
漂

浅
、
水
不
帰
槽
、

三
則
陰

雨
連

綿
三
四
個
月
之
久
、
各

処
消
水
遅

緩
。

(
14
)

『
申

報
』
光
緒
三

二
年

一
二
月
二
六

日
、
論
上
海
各
業
情

形
、
餅
。

(
15
)

『
端
忠

敏
公
奏
稿
』
巻

七
、
載
漕

賑
撫
並
展
辮
各
揖
摺
、

光
緒

三
二
年

一
〇

月

江
北
徐
海
准
安
各
属
、

災
情
奇

重
、
難
民
尤
多
。
蓋
該

処
連
年
災
歓
、
本
属

戸
鮮

蓋
蔵
。
今
歳
罹
此
鈍
災
、

田
畝
房
盧
悉
倫
巨
浸
、

不
独
雑
糧
疏

菜
補

種
無
従
、
且
節
候

已
深
、
積
水
未
退
、
二
麦
尚
難
播
種
。
災

民
無

可
糊

口
、
紛

紛
変
告

牛
具
、
四
散
覚
食
、
甚

至
売
見
駕
女
者
、
日
有
所
聞
。

餓

婬
在

途
、
流
亡
満

邑
。

(
16
)

外
務
省

記
録
六
ー

三
ー

八
ー

四
、
変
災

及
び
救
済
関

係
雑
件
、
中
部
支

那
江
北
飢
饉

救

位

ノ
件
、

明
治
四
〇
年

一
月
八
日
、
上
海
総
領
事

館
南

京
分

館

主
任

副
領
事
よ

り
外
務
大

臣
宛

、
両
江
地
方
餓
饅
状

況
報
告

ノ
件
、
同
付

属
文
書
、

両
江
総
督
端
方

賑
欺
勧
募

ノ
文

(
日
文
訳
)
。

(
17
)

『
申

報
』
光
緒
三

三
年

二
月
二
〇
日
、
蘇
路

工
程
師

目
観

江
北
飢
民
之
惨
状
。

(
18
)

『
申
報
』
光
緒
三

二
年
九

月
五
日
、
准
揚
道
電
覆
飢

民
過
境

情
形
。

(
19
)

『
江
北
飢
饒
調
査
報
告
書
』
第

三
章
第

一
節
。

(
20
)

『
端
忠

敏
公
奏
稿
』
巻

八
、

江
北

工
賑
平
糶

辮
理
完
竣
摺
、

光
緒
三
三
年

四
月

九
月
以
前
、
各
州

県
視

為
例
災
、
並
未
上
緊
簿
辮

振
撫
、
甚
且
諦
災
匿
報
、

希
図
照
旧
開
徴
。



(
21
)

『
申

報
』
光
緒
三

二
年

八
月

一
四
日
、
江
北
飢
民
腐
集
。

(
22
)

『
江
北
飢
鯉
調
査
報
告
書
』
第

三
章

第

二
節
。
拙
稿

[
二
〇

〇
三
]
三
六
～
三
九
頁

は
道

光
年
間
に
お
け
る

同
様

の
事

例
を
分
析
し
た
。

(
23
)

『
江
北
飢

饒
調
査
報
告
書
』
第

三
章

第

二
節
。

(
24
)

光
緒

『
准
安
府
志
』
巻

二
彊
域

毎
遇
水
旱
、
佃

戸
貧
民
競

棄
田
盧
、
携
婦
儒
過

江
乞
食

、
絡
駅
於
途
。

(
25
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

一
章
第
六
節
。

(
26
)

中
国
第

一
歴
史
棺
案
館

・
北
京
師
範
大
学
歴
史
系
編

選

『
辛
亥
革
命
前
十
年

間
民
変
档
案

史
料
』

(中
華
書

局
、

一
九
八
五
)
一
四
七
、

江
蘇

巡
撫
陳
憂

龍
為
辮
理
海
属
起
事
各
事

致
端
方
電
、
光
緒

三
二
年

一
〇
年

一
日
、
端
方
棺
。

(27
)

事
件

の
発
生

月
日
は
下
記
に
よ
る
。
『
辛
亥
革
命
前

十
年
間
民
変
棺
案
史

料
』

↓
四
五
、
両
江
総
督

端
方

等
為
江
北
飢
民
聚
衆
槍
糧

抗
拒

官
軍
事
致
軍

機
処
電
、
光
緒

三
二
年
九
年

一
九

日
、
軍
機
処

収
電
棺

准
海
等
属
、

伏
葬
素
多
、
際
此
災
荒
、
成

思
騒
動
。
八
月

二
十

間
、

海
州
有
匪
徒
数
百

人
、
犀

行
槍

劫
、
且
将
槍
穫
米
糧

半
価

賎
売
、
希
図
勾
結

飢
民
滋
事
。

(
28
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第
三
章
第

三
節
。

(
29
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』
巻
八
、
劇
辮
海
州

匪
徒
酌
保
員
弁
摺

因

江
北

水
災
、
起
意
糾
衆
、
槍
冨
済

貧
、
党
羽
四

五
百

人
、
随

声
附
和
者
約
近
千

人
、
槍

過
張
殿
臣
等
富
戸

三
家
、
連
槍

中
小
戸
数
十
家
、
並
槍

塊
官

兵
。

(
30
)

『
申
報
』

光
緒

三
三
年

二
月

二
十
日
、

海
州
匪
首
厳
歩
恒
供

詞

惟
糾
衆

槍
奪
米
糧
、
実

因
富

戸
有

意
圃
積
、
心
滋

不
平

、
至
於
槍
得
米
糧
、
亦
皆

分
給
飢
民
、
与
常
盗
槍
奪
財
物
者

有
異
、
等
語
。

(
31
)

『
端
忠
敏

公
奏
稿
』
巻

八
、

剰
辮

海
州
匪
徒
酌
保
員
弁
摺

臣
端
方
抵
任
後
、
査
悉

匪
勢

甚
張
、
櫨
船
守

口
、

列
械
拒

敵
、
所
槍
米

石
、
平
価
告

給
飢
民
、
意
図
要
結
復
挨
村
勒

派
助
餉
、
閣
境
驚
捏
。

(
32
)

『
申

報
』
光
緒
三

二
年

八
月
二
九
日
、
稟
復
載
留
徐

海
准
飢
民
辮
法
。

(33
)

『
江
北
飢
饒
調
査
報
告
書
』

第
四
章
第

一
節
第

二
款
。



(
34
)

『
江
北
飢
鐘

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節
第
四
款
。

(
35
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節

第

一
款
第

一
清

江
浦
。

(
36
)

『
江
北
飢
鐘

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節

第
四
款
、
准
揚
道

ノ
上
憲

二
奉

レ
ル
報
告
書

江
北

一
帯

同
産
雑
糧
、
本
年
収
成
失

望
、
雑
糧
甚
少
、

不
得

不
広
購
大
米
、
錐

已
派
員

分
赴
鎮
江

・蕪
湖

・裏

下
河
等

処
、
設
法
採
辮
、
無
如

日
期

迫
促
。

(
37
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節
第

一
款
第

二
鎮

江
、

第
三
揚

州
。

(
38
)

『
申
報
』
光
緒

三
二
年

一
一
月

一
〇

日
、

准
北
災
況
続
志
、

二
江
督

出
示
勧
諭
徐
海
災

民
回
籍
就
賑
。

(
39
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節
第
二
款
。

(
40
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節
第

二
款
。

(
41
)

『
東
亜

同
文
会

報
告
』
第
八
七

回
、
時

報
、
中
部
飢
民
賑
憧
情
形
、

一
九
〇
七
年

二
月
。

(
42
)

『
申
報
』
光
緒

三
三
年

一
月

二
七

日
、
鎮

郡
賑
務
紀
聞
。

(
43
)

『
申
報
』
光
緒

三
三
年

一
月

一
〇

日
、

函
述
揚
郡
飢
民
聚
衆

殴
官
事

。

(
44
)

『
申
報
』
光
緒

三
三
年

二
月

五
日
、
稟
陳

飢
民
留
恋
揚

郡
情
形
。

(
45
)

一
〇
月
に
署
准
揚

海
道

丁
藻

元
は
革
職
さ

れ
、
同
職

は
福
建

按
察
史

で
あ

っ
た
楊
文
鼎

が
後
任
と
な

り
、
冬

賑
と
清
江

で

の
留
養
と
資
遣

回
籍
を
担

当

し
た

(
『
端
忠
敏
公
奏

稿
』
巻
八
、
請
奨

督
辮
賑
務

人
員

片
、
光
緒
三

三
年

五
月
、
同
上
巻

七
、

請
奨

辮
賑
人
員
摺
、

光
緒
三
三
年
九

月
)
。

一
一
月

一
↓
日
に
両
江
総
督

と
江
蘇

巡
撫
は
賑
済

を
着
実

に
実
施

し
な

い
府

州
県
官

一
〇
人
を
革
職

と
し
た

(
『
端
忠
敏
公
奏

稿
』
巻

七
、

糾
参
辮
員

不
力
各

員
摺
、
光
緒

三
二
年

一

一
月
、
同
上
巻

七
、
辮
賑
玩
誤
随
時
査

参
片

)。

(
46
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書
』
第

四
章
第

一
節
第
三
款
。
賑
済
時

の
不
正
に

つ
い
て
は
呂
美

願

口

九
九
五
]
が

そ
の
概

略
を
論
じ

て
い
る
。

(
47
)

盛
宣
懐

『
愚

見
斉

存
稿
』
巻

六
九

電
報
四
六
、
南
京
周

玉
帥
継
方

伯
来
電
、
光
緒

三
二
年
七
月

一
九

日
、
並
致

呂
大
臣

近
聞
徐
海

江
洋

一
片
、
哀
鴻
遍

野
、

恐
将
流
離
、
焦
慮

万
分
。

日
前
已
拠
許
久
香
等
電

請
機
銀
六

万
、
辮
糧
平
糶

、
已
由
司
局
塾

発
。
惟
平
糶

不

能
救
極

貧
、
現
非
辮
急
振

不
可
、

正
与
蘇

撫

・寧
藩
等
商
簿
、
若
無

款
可
揆
、
懇
両

公
与

諸
善

士
急
辮
義

賑
、

以
助

官
力
之
不
足
。

(
48
)

『
愚
見
斉
存

稿
』
巻
六
九
電
報

四
六
、

寄
北
京
電
政
大
臣
楊
京
堂

士
碕
、
光
緒
三

二
年
九

月
九
日
、
呂
大
臣
会
電



江
南
北
水

災
甚
重
、
已
公
挙
唐
錫
晋

・劉
康

遽
・柳

逞
等
義
振
熟

手
、

分
派
徐
海
、
査
放
募
啓
。

(
49
)

中

国
科
学
院
文

献
情
報
中
心
所

蔵

(北
京
)
、
光
緒

三
四
年

=

一月
序
、
唐
錫
晋
彙

刊

『
簿
辮
秦

湘
潅
義
振
徴
信
録

』
巻
上
稟
、

丙
午

十
月
湘
米
在
濾

請
塾
尾
歎
上

江
督
蘇

撫
寧
藩
憲
稟

現
盛
宮
保
壽
銀

六
万
、
由
寧
免
銅

元
十

万
二
千
串
、
分
作
四
分
、
毎

分
二
万
五
千
五
百
串
、
派
錫

晋
与
郡
令
聞
洛

・柳
牧
逞

.劉
令
康

遽
、
分
振
郵

宿
唯
安

四
属
。

(
50
)

『
愚
見
斉
存
稿
』
巻

六
九
電
報
四
六
、
寄

江
寧

端
制
軍
方
等
、
光
緒

三
二
年

」
○
月

二
〇

日

前
因
江
南
北
水

災
極

重
、
准
玉
帥

・午
帥

・後
帥

函
電
、
属
辮
義
振
、

以
助

官
振
之
不
足
。
除
由

上
海

紳
商
簿
銀
十

二
万
両
、

易
銭
二
十
万
余
千

及

棉
衣
等
項

、
公
挙
義
紳
唐
錫
晋
等

八
人
、
分
赴
徐
准
海
揚
鎮
等

処
、

先
択
最
重
之
区
、
極

貧
散

放
毎

口
千
銭
、
約

可
救

二
十
万
人
命
。

(
51
)

『
愚
見
斉
存
稿

』
巻

七
〇
1

一
〇
電
報

四
七
、
寄
端
午
帥
、
光
緒

三
二
年

=

月

一
日
、
呂
大

臣
会

電

頃
拠
海
州

義
紳

宋
治
基
来
電
、
官
振

現
由
郷
董
地
保
造
冊
送
州

、
係
匂
灘
辮
法
、
義
振
係

経
司
事
挨
戸
親
査
、
極

貧
給
票
。
章
程
不
同
、
不
能
合

辮
。
治
基
即
日
帯
司
事
、
親

歴
各
災
区
査
看
、
開
辮

侯
官
振
放
後
、
義

振
以
補
不
足
、
為

日
正
長
、
箒
款

匪
易

、
不
敢
草
率
、
候

電
示
遵
、
等
語
。

想
徐
准
各

属
亦
必
如
此
。
向
来
、
官

振
不
過
慧
董
保
造
冊

呈
送

印
委
、
分
極
次
貧
、
句
灘

毎

口
極
多
、
数
百
銭
散
放
極
遅

、
剋
拍
難
免
、
且

百
姓

皆
称
喫

皇
糧
、
可
不
喫
者
亦
都

要
喫

。
董

保
徊
情
、
而

不
中

飽
者
已
算
極
好
。
宣
官
直

東
総
司
振
務
、
親
督
査

戸
、

洞
察

其
弊
、
曽
厳
懲
印
委
稟

院
。
以
官
作
義
、
係
将
官
振
併
帰
義

振
、
責
成
義
紳
随
査
随

放
、
奏

錆
則
列
名
官
振
若

干
、
義
振
若
干
。
…
…
現
巳
事
急

極
、
須
定
議
乞

公
酌
奪

、

如
欲
官

義
合
辮
、

只
可
由

公
厳
筋
、

悉
照
義
振
章
程
、
並
加

札
各
義
紳
、
准
義
紳
倣
主
、

委
員
監
放
。

(
52
)

『
愚

見
斉
存

稿
』
巻
七
〇
1

一
一
電
報
四
七
、
寄
端
午
帥
、

光
緒

三
二
年

一
一
月

一
日
、

呂
大
臣
会
電

楊
道

三
十
電
称
、
各
州
県

戸

口
未
拠
査
斉
、
尚
未
核
定

放
賑
数
目
。
文
鼎
之
意
、
総

以
官
義
両
振
併
作
、

一
起
為

妥
。
如
能
較
浦
廠
梢
優
、
飢

民

方
肯

聞
振
帰
家
、
等
語
。
似

此
傍
是
官
振
老
法
、

必
待
査
斉

後
放
、
餓
死
已
多
、
等
候

不
及
、
只

得
流
亡
。

且
核
定

匂
灘
弊
病

百
出
、
義
振

係
先

定

銭
数
、
極
貧
毎

口

一
千
、
随

査
随
放
、
方
能
救
活

人
命
、

方
能
遇
止
流
亡
。

(
53
)

『
愚
見
斉

存
稿
』
巻
七
〇
電

報
四
七
、
寄
端
午
帥
、
光
緒

三
二
年

一

一
月
五

日
、

呂
大

臣
会
電

で

一
七
条
が
、

同
上
巻

七
〇
電
報
四
七
、
寄
端
午

帥
、

光
緒
三

二
年

]
一
月
七

日
、
呂
大

臣
会

電

で
付
加

一
条

(第

一
八
条
)
が

提
示
さ
れ
た
。

以
下
で
史
料
を
提
示
す

る
さ

い
に
は
、
官
義
両

賑
合

辮
章
程
第

一
条

と

い
う
よ
う

に
記
す
。



(
54
)

『
愚
見
斉
存
稿
』
附

録
、
行
述

老
於
極
荒
者
謂
、
府

君
手
訂
義
振
辮
法

十
八
条

、
可
奉
為
金
科

玉
律
也
。

(
55
)

『
愚
見
斉
存
稿
』
巻

七

一
電
報
四
八
、
寄
端
午
帥
、

光
緒

三

二
年

=

月

一
一
日
、
並
致
呂
大

臣
。

(
56
)

官
義
両
賑
合
辮
章
程
第

一
条

一
。
徐
准
海

三
属
銅
山

・郵
州

・宿

遷
・
碓
寧

・薫
県

・海
州

・沐

陽
・積

楡

・山
陽

・安
東

・桃

源
十

一
州
県
、
派
総
董

十

一
人
、
専
司
査
戸
発

票
、

派
委

員
十

一
人
、
専

司
牧

票
発
銭
。

第

一
七
条一

。
委
員

必
需
廉

明
幹
練
、
方
能
済
事
。
応
在

省
城
透
選
十
数
員
、

分
批
解
銭
前
往
、
即
留
交

哀
楊
両
道
、
差
遣
辮
事
、

以
期
得
力
。

第

=
二
条↓

。
義
振
総
董

、
各

准
選
帯
司
事
十
余

人
。

委
員
須
在
四
郷
、

設
立

分
局
、
験
票
放
銭
、
並

須
管
理
運
銭
之
事
、
亦
応
准

其
選
用
妥
當
司
事
、
薪

水
侠
食
作

正
開
支
。

第

一
二
条一

。
十

一
州

県
、
極

貧
戸

口
及
流

民
回
籍

、
如
有
百

万
人
、
毎

次
約
須
放
銭

一
百

万
千
、
本

地
換
銭
、
勢
必
銭
価
頓

脹
。

応
由
江
寧
幣
局
連
夜

附

鋳
、
分
批

派
員

、
運
送
清
江
転
運

局
、

再
行
分
運
各
州
県
、
能

否
随

査
随
放
、
実

以
運
銭

能
否
接
済
為
断
。

(57
)

官
義
両

賑
合
辮
章

程
第
二
条

一
。
此
次

地
広

人
多

、

只
能
専
放
極

貧
、

毎
大

口
給
銭

一
千
、

小

口
減
半
、
次
貧

不
給
。

向
来
義
振
親
査
之
際
、

遇
有

口
少
而
病
苦
非

一
千
能

活

者
、
准
酌
加

口
数
、
略
為
通
融
。
総

之
票
只
填

口
数
、

不
填
銭

数
。

第
八
条

一。
留
養

難
分
極
次
、
遣
散

必
須

切
実

査
験
、
分
別
極
次
。
護

照
暗
作
記
号
、
按
批
造

冊
、
註
明
住
趾
、
登
明
極

次
、
偉
可
按
籍
補
振
、
極

貧

一

千
、
次

貧
五
百
、
未
便
優
異
。

こ
れ
に
対

し
て
、
署
准
揚
海
道

楊
文
鼎
は
難
民

は
帰

郷
後
に
次
貧
と
極
貧

を
認
定

す
る

べ
き
と
主
張

し
て

い
る

(
『
愚

見
斉

存
稿
』
巻

七

一
電
報

四
八
、

端
午
帥
来
電
、

光
緒

三

二
年

二

月

二

日
、
並
致
呂
大
臣
、
第

五
条
)
。



(
58
)

官
義

両
賑
合
辮
章
程
第
三
条

一
。
春

麦
未
種
、
為

日
方
長
。

擬
査
放
三
次
、
毎
次

一
千
、

隔
両
個
月

一
放
、

一
日
官

冬
振
、

一
日
義
振
、

一
日
官
春

振
。

第
六
条

一
。
官

義
既
巳
帰
併
、
振
票
自
宜

一
律
、
銭
款
不
論
官
義
、

先
到
之
銭
、
即
行
先
放
。

第

四
条

一
。

初
振
放
畢
、
牧

回
旧
票
。

因
聞
振
帰
来
人

口
活
動
、

故
宜
覆
査
、
男
給
新

票
。

相
隔
両
月

工
夫
、

二
振
三
振
底
冊
、
可
慧
覆
査
自
易
。

第

五
条

一
。

現
銭

必
須
分

運
四
郷
、
随
査
随
放
。
毎
村
査

畢
、
即
条
示
三

五
日
後
赴
某
鎮

領
銭
。
至
遠

二
三
十
里
老
弱
、
須
要

一
日
往

返
運
銭
之
費
、
作

正
開
支
。

第

一
八
条一

。
已
奏

明
、
倫
有

侵
呑
振
款
入

己
情
事

、
査
明
購
証
確
墾
、

即
請

旨
明
正
典
刑
、
以
昭
燗
戒
。

其
有
辮
理
不
善
各
員
、
随
時

分
別
撤
換
厳
蓼
。

如
有
辮
振
得

力
之
員
、
亦
當
懇
恩
従
優
奨

励
。

(
59
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』

巻
八
、
江
北

工
賑
平
糶

辮

理
完
竣
摺
、
光
緒

三
三
年
四
月

各

属
冬

賑
、
災

民
戸

口
、
先
経
委

員
会
同
地
方

官
、
清
査

正
散

振
問
、
適
値
駐

潅
商
約
大

臣
呂
海
簑

.盛
宣

懐
認
簿
銭

一
百
万
串
、
選

派
妥
紳

来

放
義

振
、
係
令
随

査
随
放
、
甚
為

簡
捷
、
兼

可
杜
絶

一
切
弊

端
。

且
査

派
来

各
紳
熟
習
振
務

、
人
亦
撲
実

耐
労
、
遂
与

呂
海
簑

.盛
宣
懐
商

明
、

将

所
有

官
発
振
欺
餉
交
該
紳
等

、
査
照
義
振
章
程
、

一
併

核
実
散
放
、
傍
由
地
方
官
委

員
監
視
照
料
。

(
60
)

『
端
忠

敏
公
奏
稿
』
巻
九
、
請
奨
辮

賑
義
紳
摺
、
光
緒

三
三
年
八
月

自

上
年
十

一
月
之
後
、
江
北
賑
務
漸
蝶
就
緒
、
実
半
資
義
紳

之
力
。

(61
)

『
端
忠
敏
公
奏
稿
』
巻

七
、

冬
賑
就
緒
接
辮
春

賑
摺

査
被
災
之
海
州
等

十
三
州
県
、
原
査
災

民
人
数

共

一
百
五
六
十

万
、
嗣

由
清

江
遣
帰
就
賑
者

四
五
十
万
、
覆
査
補
賑
者

二
三
十
万
、
統
計
災
民
約

二
百
四

五
十

万
。
極

貧
毎

口
放
給
冬
賑
銭

一
千

文
、
次
貧
五
百
、
小

口
逓
減

一
半
。
自

議
定
官
賑
義
賑
合
辮
、
紳
任
査

戸
放
銭
、
官
任
監
視
弾

圧
、

遊
派
員
紳
、

分
投
開
辮
、
随
査
随
放
、

不
少
耽
延
、
辮
理
尚
称
順

手
。



(62
)

『
端
忠
敏
公
奏
稿
』
巻

八
、
江
北

工
賑
平
糶

辮

理
完
竣
摺
、
光
緒
三

三
年

四
月

呂
海
簑

・盛
宣

懐
与
臣
等
簿
商
振
務
、
電
音
日
必
数
至
、
公
忠
誠
懇
、
簿
画
周
詳
。
江
北
振
務
頼
以
漸
蝶
就
緒

、
戴
至
本

年
正
月
冬
賑

一
律
辮
完
、

官
義
合
放

土
ハ
用
銭
二
百

万
串
。

(
63
)

『
端
忠
敏
公
奏
稿
』

巻
人
、
江
北

工
賑
平
糶

辮

理
完
竣
摺
、
光
緒

三
三
年
四
月

准
自

正
月
以
至
麦
秋
凡
四
閲
月
、
為

日
甚
長

、
春
振
尤

関
緊
要
、
遂

責
成
義
紳
、
将
各
属
戸

口
切
実
復
査
、
其
雅
寧

.桃
源

.沐
陽
義
紳

不
甚
得
力
、

電
商

呂
海
簑

・盛
宣

懐
撤
換
、
男

派
接
辮
。

…
…
綜

計
海
州
等

十
三
州
県
春

振
官
義
合
放
、

共
用
銭

三
百
余

万
串
。
蓋

以
去
冬
次
貧
之

戸
、

交
春

已
成
極

貧
、
又
以
各
処
資
遣

回
籍
飢

民
、
及
由
山
東

・安
徽
等

省
聞
振
帰
来
、
為
数
尤
衆

、
是
以
比
較
冬
振
銭
数
加
増
。

(
64
)

官
義

両
賑
合

辮
章
程
第

一
四
条

一
。
各

路
糧
食
稀
貴
、
由
官

派
員
購

運
、
迅
赴
各
県
平
耀
、

不
必
於
放
銭
之
外
、
再
男
放

糧
食
、
致
渉
爽
雑
、
災

民
得
銭
平
糶

、
尤
沽
実
恵
。

或

以
羅

出
之
銭
、
轄
輔
運
糧
、
或

以
充
作
振
款
、
応
由
印
委
察

看
糧
食
有
無
為
断
。

(
65
)

官
義

両
賑
合
辮
章
程
第

一
五
条

一
。

民
間
自
運
糧
食
、
暫
免

税
贅

、
例
応
督
撫
給
照
、

但
各

属
商
民
赴
督
署
稟
請

発
照
、
難
免
稽
滞
、
応
由
督

院
札
発
准
運
使

.徐
道

.
准
道

各

一

百
張
、
准
其
就
近
填
発

呈
報
。

(
66
)

『
端
忠

敏
公
奏
稿
』
巻

八
、

江
北
工
賑
平
糶

辮
理
完
竣
摺
、

光
緒
三
三
年

四
月

臣
等
督
飾
司
道
設
法
、
騰
梛

息
借
商
欺
、
派
員
先
赴
蕪

湖

・鎮
江
等
処
、
購
米

数
十
万
石
、
分
機
災

区
、

開
辮
平
糶

。
清
江

・海
州

両
処
設
局
、
転

運
水
陸
、
並

進
力
求
迅
速
、

復
於
近
省
採

辮
番
芋

・糠
栖

、
運
往
救
急
。

又
派
員
赴
奉

天

・山
東

・直

隷
購
辮
高
糧

・
玉
米

・豆
餅
、

源
源
接
済
。
旋

復
簿
借
款
項

、
赴
四
川
採
辮

米
石
、
分
批

運
回
、
即
遠

至
貴

州
之
貴

陽
・鎮

遠

一
帯
、

亦
商
請
購

運
米
穀
接
済
、

一
面
在
於
各
属
多

設
平
糶

局
、

減
価
出
害
、
使
災

民
領
銭

一
千
、
可
暗
抵

一
千
数
百
文
之
用
、

民
食
無
虞

訣
乏
、
行
店
不
致
拾
価

居
奇

、
即
次
貧
之
家
亦
復
隠

其
恵
。

(67
)

『
端
忠
敏
公
奏
稿
』
巻

九
、
請
奨
辮
賑
義
紳
摺
、

光
緒

三
三
年
八
月

官
羅
米
糧
之
外
、

呂
海

簑

・盛
宣
懐
復
箒
款

十
数

万
両
、
派
紳
分
赴
奉

天
・
山
東
等
省
、
採
辮
雑
糧

、
由
海
道

運
至
海
州
進

口
、

分
機
平
糶

。

(
68
)

『
端
忠
敏

公
奏
稿
』
巻

一
二
、
振
款
第
三
案

報
錆
摺
、
光
緒
三
四
年

六
月

且
維
時
災

民
四
出
、
載

道
流
離
、
極
済
之
方
、
尤
莫
要
於

以
工
代
賑
、
既
以
救
災
黎
待
驚

之
生
、
又
可
除
地
方
将
来

之
害

、
最
為

一
挙
両
得
。
當
経

分



派
員
紳

、
就
近
招
集
災

民
、
分
別
築
陽
溶
河
、
鑛

掃
建
閲
、
並

将
応

修
之
城
垣
橋
路
択

要
修
築

、
寓
振
撫
於

工
作
之
中
、
籍
補
冬
春

賑
之
不
逮
。

(
69
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』
巻
八
、
江
北

工
賑
平
耀
辮

理
完
竣
摺
、
光
緒
三

三
年

四
月

並
在
清

河
・
沐
陽

・海
州

・鞍
楡

・桃
源
等

処
、
設
廠
施
粥
、
由
官
簿

機
米
糧
、
辮
至
麦
熟
為

止
。

其
余
如
施
散
棉
衣
、
牧
當

牛
隻

、
散
給
穀
種
、

酌

発
医
薬
、

通
筋
典
商

減
譲
農
具
息
銭
等
事
、
随

時
次
第
挙
行
。
徐
州

五
属
収
養
幼
核

一
万
有
奇
、

現
在

振
務
辮
竣
、
有
家

属
者

筋
令

領
帰
、
無
家

属
者
簿

歎
留
養
。
並
経

徐
州
道
哀

世
廉
設
法
開
辮

孤
寒
学
堂

・
窮
民
習
芸

所
、
清

江
地
方
経
楊

文
鼎
設

立
学
芸
所
、
収
養
年

幼
無
依

子
女

、
以
宏

教

育
。

(70
)

『
端
忠
敏

公
奏
稿
』
巻

九
、
請
奨
辮
賑
人
員
摺

、
光
緒
三
三
年
九

月

本
年

五
月
、
各

属
工
賑
等
項
、

一
律
辮

理
完
竣
。

(
71
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』
巻

九
、
請
奨
辮
賑
義
紳
摺

、
光
緒
三
三
年

八
月

綜
計
在
事

出
力
紳
士
、
不
下

二
百
余

人
。

(
72
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』
巻
九
、
請
奨
辮

賑
人
員
摺

、
光
緒
三
三
年
九

月

此
外
印
委

各
員
及
武
弁
人
員
等
、
実

共
有
六
七
百
人
之
多
。

(
73
)

外
務

省
記
録

六
-
三

ー

八
ー

四
、
変
災
及
び
救

済
関
係
雑
件

、
中
部
支
那

江
北
飢
饉

救
憧

ノ
件

、
明
治

四
〇

(
一
九
〇
七
)
年

一
月
八
日
、
上
海
総

領

事
館
南
京

分
館

主
任
副
領
事
よ
り
外
務
大

臣
宛

「両
江
地
方
餓
饅
状

況
報
告

ノ
件
」
の
付
属

文
書

「両
江
総
督
端
方
賑
欺
勧
募

ノ
文

(日
文
訳
)
」
。

(
74
)

『
申
報
』

光
緒

三

二
年

二

月

一
七
日
、

江
督
批
江
南
簿
歎

局
詳
稟
。

(
75
)

『
申
報
』

光
緒
三

二
年

一
一
月

一
七
日
、
勧
諭
准
徐
賑
掲
。

(
76
)

濾
北
仁
済
堂

に
関
し

て
は
、
高
橋
孝
助

=

九
八
四
]
=

一五
～
一

二
七
頁
、
及
び
夫
馬
進

[
一
九
九
七
]
六
六
三
～
六
六

七
頁

を
参

照
し
た
。

(
77
)

民
国

『
上
海
県
続
志
』
巻

二
建

置
上
、
濾
北
仁
済
堂

遇
水

旱
偏
災
、
設
協
賑

公
所
、
歴
辮

順
直
晋
豫
院
郡
江
南
北
義

賑
、
集
款
甚
鈍
。

(
78
)

楊
剣
利

[
二
〇
〇
〇
]
六

二
頁
。
な

お
、

上
海
協
賑
公
所

は
高
橋
孝
助

=

九
八
六
]
一
四

一
～

一
四
四

で
論

じ
ら
れ

て
い
る

「
上
海
助
賑
公
所
」

と
同

一
の
組
織

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
高

橋
孝
助

[二
〇
〇
〇

b
]
七

七
～
七
八
頁
参
照
。

(
79
)

『
江
北
飢
饉

調
査
報
告
書

』
第

四
章
第

二
節

。
結
成

の
年
月

は

『
申
報
』
光
緒
三

二
年

「
○

月
二
九
日
、
華
洋
義
振
善

会
辮
事
董
事
為
災
黎
請
命

文

(訳



川
井
悟

[
一
九
八
三
]

『
華
洋
義

賑
会
と
中
国
農
村
』

(同
朋
舎
)

高

橋
孝

助

[
一
九
八
四
]

二渥
北
棲
流
公
所

の
成
立
」
『
宮

城
教
育
大
学
紀
要
』

一
九

(第

一
分
冊
)

[
一
九
八
六
]

「光
緒
初

年

の
華
北
大
旱
災
救
済

活
動
に
お
け
る
上
海
」
『
宮

城
教
育
大
学
紀
要
』

二

一
(第

一
分
冊
)

[
二
〇
〇
〇

a
]

「旱
災
時

に
見
ら
れ

る
貧
困
農
村

の
崩
壊
と
再
生

」
『
現
代
中
国
研
究
』

六

[
二
〇
〇
〇

b
]

「
『
公
益
善
挙
』
と
経

元
善

」
日
本
上
海
史
研
究
会

『
上
海

』
汲
古
書
院

夫

馬
進
一

九
九
七
]

『
中
国
善
会
善
堂
史
研
究
』

(同
朋
舎

出
版
)

堀
地
明

[
二
〇
〇

三
]

「清
代
嘉
慶

・道
光
年
間

の
槍
糧

槍
米
風
潮
」
『
大
阪
市

立
大
学
東
洋
史
論
叢
』
一
三

[
二
〇
〇

四
]

「清
代
槍
糧
槍
米
風
潮

の
年

表
及
び
長
期
傾
向
分
析
」
『
北
九
州
市
立
大
学
外

国
語
学

部
紀
要
』

一
三

山
本
進

[
二
〇
〇

〇
]

「清
代
直
隷

の
棉
業
と
李
鴻
章

の
直
隷
統
治
」
『
清
代

の
市

場
構
造
と
経
済
政
策

』

(名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇

二
)

吉
澤
誠

一
郎

[
二
〇
〇

〇
]

「光
緒
初
年

の
旱
災

と
広
仁
堂
」
同
著

『
天
津

の
近
代
』

(名
古
屋
大
学
出
版

会
、

二
〇
〇

二
)

池
子
華

[
一
九
九

六
]

「近
代
潅
北
流

民
問

題
的

幾
個
側
面
」
香
港
中
文
大
学

中
国
文
化
研
究
所

『
二
十

一
世
紀
』

一
九
九

六
年

一
二
月
号

参
考

文
献

一
覧

(日
中
英
の
音
順
)

字
林
報
)
に
よ
る
。

(
80
)

『
申
報
』
光
緒

三
二
年

二
月

二
七

日
、
華

洋
義
振
会
集
議
後
上
呂

都
統

・盛
宮
保

・曽
観
察
書
。

(
81
)

『
端
忠
敏

公
奏

稿
』
巻
九
、
請
嘉
奨
洋

員
片
、
光
緒
三
三
年
九

月
。

(
82
)

『
東
亜

同
文
会

報
告
』
第
八
六

回
、
時

報
、
米
国
大
統
領
ト
清

国
飢
饉

、

一
九
〇
七
年

一
月
。

(
83
)

『
申
報
』

光
緒

三

二
年

一
二
月

一
九
日
、
仁
済
善
堂
経
収
徐
海
振

摘
特
誌
。

(
84
)

『
申
報
』
光
緒

三

二
年
一
二

月
二
六
日
、
日
領
事
核
准
免
収

江
北

賑
糧
車
費
。

(
85
)

丁
戊
奇
荒
時

の
活
動

は
高
橋
孝
助

[
一
九
八
六
]
一
四

四
頁
、

同

[二
〇
〇
〇

b
]
七

七
～
七
八
頁
に
よ

る
。

そ
れ
以
外
は
、
『
愚
見
斉
存
稿
』

附
録
、
行

述

よ
り
記
述
し
た
。



[補

記
]

本
稿
脱
稿
後
に
弁
納
才

一

「
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
米
穀
生
産
を
め
ぐ
る
蘇
北
と
蘇
南

の
経
済
関
係
」
(『
東
洋
史
研
究
』

六
三
-

四
、
二
〇
〇
五
年
三
月
)
が
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
よ
り
も
時
代
は
下
る
が
、
江
北
の
社
会
経
済
を
理
解
す
る
上

で
詳
細
か

一
九

九
九
]

「近
代
農
業
生
産
条
件
悪

化
与
流

民
現
象
」
『
中
国
農
史
』

一
九
九
九
-

二

何
漢
威

[
一
九

八
三
]

『
光
緒
初
年

(
一
八
七
六
ー

一
八
七
九
)
華
北
的
大
旱
災
』

中
文
大
学
出
版
社

康
浦
竹

[
二
〇

〇
二
]

『
災
荒
与
晩
清
政
治
』

(北
京
大
学

出
版
会
)

李
文
海

・林
敦
奎

・
周
源

・宮
明
一

九
九
〇
〕

『
近
代

中
国
災
荒
紀
年
』

(湖
南
教
育

出
版
社
)

李
文
海

・周
源

[
一
九

九

一
]

『
災
荒
与
飢
饒
』

(高

等
教
育
出
版
社
)

李
文
海

・程
漱

・劉
仰
東

・夏
明
方
望

九
九
四
]

『
中
国
近
代
十
大
災
荒
』
(上
海

人
民
出
版
社
)

李
文
海
一

九
九

五
]

『
世
紀
之
交
的
晩
清
社
会

』

(中
国
人
民
大
学
出
版
社
)

呂
美
噸

[
一
九

九
五
]

「略
論
清
代
災
賑
制
度

中
的
弊
端
与
防
弊
措
施
」
『
鄭
州
大
学
学
報

(哲
学
社
会

科
学
版
)
』

一
九
九

五
ー

四

王

日
根
一

九

九
四
]

「明
清
時
期
蘇
北
水
災

原
因
初
探
」
『
中
国
社
会
経

済
史

研
究
』

一
九
九

四
-

二
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つ
貴
重
な
知
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
本
稿
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。


